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平成２５年９月 

中 札 内 村 議 会 定 例 会 会 議 録 

平成２５年９月１３日（金曜日） 

 

◎出席議員（８名） 

 １番 中 井 康 雄 君   ２番 佐 藤 耕 平 君 

 ３番 知 本 正 幸 君      ４番 笠 松   直 君 

 ５番 黒 田 和 弘 君      ６番 男 澤 秋 子 君    

 ７番 北 嶋 信 昭 君   ８番 髙 橋 和 雄 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎地方自治法第１２１条の規定による説明のための出席者 

中 札 内 村 長 田 村 光 義 君  教 育 委 員 長 杉 江   茂 君 

農業委員会会長 山 田 英 雄 君  代表監査委員 木 村   誠 君 

 

◎中札内村長の委任を受けて説明のため出席した者 

副 村 長 火 山 敏 光 君  総 務 課 長 高 桑   浩 君 

住 民 課 長 山 崎 恵 司 君  福 祉 課 長 岡 田 好 之 君 

産 業 課 長 阿 部 雅 行 君  施 設 課 長 長 澤 則 明 君 

 

◎教育委員長の委任を受けて出席した者 

教 育 長 上 松 丈 夫 君  教 育 次 長 大和田 貢 一 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて出席した者 

事 務 局 長 産 業 課 長 兼 務    

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

議会事務局長 片 山 勇一郎 君  書 記 林  真 悠 君 
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◎議事日程   

日 程 第 １   諸般の報告 

日 程 第 ２  閉会中の所管事務調査について 

日 程 第 ３  議員派遣の件 

日 程 第 ４ 意見書案第７号 道州制導入に断固反対する意見書 

日 程 第 ５ 
請願 第７ 号 

（委員会報告） 

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１/２への復元、「３０人以

下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など２０

１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた請願 

日 程 第 ６ 意見書案第８号 

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１/２への復元、「３０人以

下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など２０

１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見

書 

日 程 第 ７  一般質問 
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開会 午前１０時００分 

 

◎◎◎◎開会宣告開会宣告開会宣告開会宣告    

 

○議長（○議長（○議長（○議長（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ただいまの出席議員数は８人です。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２５年９月中札内村議会定例会を再会

いたします。 

 今日も暑くなりそうですので、上着は自由に脱いでもらって結構ですので、よろしくお

願いをしたいと思います。 

それでは、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手もとに配布したとおりでございます。 

 

◎◎◎◎日程第日程第日程第日程第１１１１    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告 

 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 日程第１、諸般の報告をします。 

 閉会中における委員会の活動について、総務常任委員会から視察調査が。 

それから、産業常任委員会から農作物作況調査が終了した旨の報告がありました。 

それぞれ委員長の報告を求めたいと思います。 

総務常任委員会の視察調査について、始めに、男澤総務常任委員長、お願いをいたしま

す。 

（男澤秋子総務常任委員会委員長登壇） 

○○○○総務常任委員会委員長（男澤秋子君）総務常任委員会委員長（男澤秋子君）総務常任委員会委員長（男澤秋子君）総務常任委員会委員長（男澤秋子君） 総務常任委員会視察調査報告。 

 総務常任委員会は、次のとおり視察調査を実施したので報告いたします。 

 記。 

 １、調査日。 

 平成２５年８月２８日、水曜日。 

 ２、調査場所及び調査目的。 

場所、上川管内上富良野町。 

目的、特定検診受診率向上の取り組み、及び保健指導の状況について。 

３、調査参加者。 

総務常任委員５名、村職員１名、事務局１名。 

４、調査の結果。 

上富良野町は、人口１万１，５８６人（平成２５年３月末）で、基幹産業の農業のほか

商業・観光・工業と、自衛隊駐屯の町です。 

町では、国民健康保険の被保険者の高齢化と、財政調整基金の保有額が減少し、保険運

営が厳しい状況にあったことから、平成２０年度にスタートした、特定検診・特定保健指

導を積極的に推進しています。 

また、２０歳からの健診受診などにも取組まれています。 

特定健診開始前の９０年代から、健康診断のデータを読み解く町民向けの学習会や、保

健師の個別指導に力を注ぎ、未受診者には保健師７人が積極的に戸別訪問活動を展開して

います。 

最初は来なくていいと言われたそうですが、今では、忙しい仕事の期間でも、訪問や呼
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び出しに対応していただいているとのことです。 

その結果、平成２３年度には、国の参酌標準（健診６５パーセント・保健指導４５パー

セント）を達成し全国１３市町村に入り、特定健診実施率７０．２パーセント、特定保健

指導終了率８３．９パーセントと高い成果を実現しています。 

その成果は疾病の重症化の減少、医療費削減に繋がっていました。 

野菜の一日摂取量３５０グラムの重要性をアピールした独自のバッチ・ロゴ入りＴシャ

ツを着用して、健康の維持、向上を推進されています。 

さらに、生活習慣病が低年齢化していることから、実態把握と小児期からの生活リズム

の確立、食育活動の充実に学校等関係機関と連携して健康なまちづくりを目指す取組みを

実施していました。 

中札内村の特定健診受診率は、平成２０年度は全道３１位の４０パーセント、平成２３

年度は５９位の３５．７パーセントと、年々低下している状況にあります。 

受診は、本人の意思に左右される点があることから、健診の必要性を十分理解できる住

民意識向上のための活動が必要と考えます。 

健診率向上、保健指導の充実のためには、自らの健康は自ら考え、健康に生きる生活習

慣を日常的に身につけることが必要なことから、行政が積極的に支援し、各種健康診査と

健康指導の充実に努め、健康なまちづくりの確立に向けた努力が必要と考えます。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 次に、農作物作況調査について、中井産業常任委員長、登壇願い

ます。 

（中井康雄産業常任委員会委員長登壇） 

○○○○産業常任委員会委員長（中井康雄産業常任委員会委員長（中井康雄産業常任委員会委員長（中井康雄産業常任委員会委員長（中井康雄君）君）君）君） 平成２５年度産業常任委員会農作物作況調査。 

産業常任委員会は、村農業委員会との合同により、主要農産物の作況調査を実施したの

で、次のとおり報告いたします。 

記。 

１、調査日時。 

平成２５年９月６日、金曜日、午前９時より。 

２、調査事項。 

本村の基幹作物である豆類、てん菜、馬鈴薯の作柄を調査した。 

３、調査参加者（議会） 

産業常任委員５名、事務局１名。 

４、経過。 

午前９時に役場前に集合し、村農業委員会の参加者と共にマイクロバスにて、共栄地区、

栄地区、元更別地区、西札内地区の４地区の圃場を回りそれぞれの作柄を調査した。 

午前１０時に調査を終え、農村環境改善センター１階会議室において、十勝農業改良普

及センター職員から今年の各作物の事前調査の説明を受け、作況の集約を行った。 

５、調査結果。 

本年は、春先の悪天候のため播種作業等が大きく遅れるなど心配されたが、６月、７月

と、好天候により豆類も含めて順調に経過していた。 

だが、７月下旬と８月下旬の雨量の多さと、８月中旬から続いている低温、そして日照

時間が少ないことで生じる品質の低下、作業の遅れ等の影響が心配されている。 

以下、各作物の今年の状況を次の通り取りまとめた。 

１、豆類。 
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豆類は、一莢内粒数、莢数ともに多いが、倒伏した補場では菌核病や灰色かび病の発生

が心配される。 

雨による品質低下は心配されるが、収穫は、大豆、小豆、金時、手亡共に平年以上と予

想した。 

２、てん菜。 

本年の直播栽培は前年より増加し、２８４ヘクタール（２５.４パーセント)になり、草

丈、根周とも平年を上回り直播の生育も良好で、収量は平年を上回ると予想される。 

３、馬鈴薯。 

澱原・食用ともにいも数は多く、１個重は平年並み、澱粉価はやや高い傾向にある。 

そうか病の発生が見られるので、食用の規格内収量は補場によって差が出ると予想され

る。 

４、牧草、デントコーンについては、ともに平年を上回る収量を見込んだ。 

以上のことから、予想反収を別表の通り集約した。 

豆類、てん菜については平年を上回り、馬鈴薯は平年並みの予想となったが、今後の天

候などの推移を見守っていく必要がある。 

平成２５年度作況調査に基づく収量予想結果集約を添えて報告といたします。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） これで委員会の報告を終わります。 

 

◎日程第２◎日程第２◎日程第２◎日程第２    閉会中の所管事務調査について閉会中の所管事務調査について閉会中の所管事務調査について閉会中の所管事務調査について    

    

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 日程第２、閉会中の所管事務調査についてを議題にいたしたいと

思います。 

 局長、説明をお願いします。 

○議会事務局長○議会事務局長○議会事務局長○議会事務局長（（（（片山勇一郎片山勇一郎片山勇一郎片山勇一郎君）君）君）君） 所管事務調査通知書の朗読をもって説明とさせていた

だきます。 

 赤ナンバー９番をご覧ください。 

 所管事務調査通知書。 

 本委員会は、下記により所管事務について調査することを決定したから、会議規則第７

３条の規定により通知します。 

 記。 

１、事項。 

閉会中における所管事務の調査。 

２、目的。 

道道静内・中札内線道路並びに村内各施設及び各事業の現地調査。 

３、方法。 

総務・産業常任委員会合同調査。 

４、期間。 

平成２５年１０月下旬。 

５、その他。 

随行、説明は各担当課職員及び議会事務局職員。以上です 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 説明が終わりました。 

 お諮りをいたします。 
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 閉会中における所管事務調査として通知のありました総務産業常任委員会の合同調査に

ついては、会議規則第７３条の規定により、これを承認することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、閉会中の所管事務調査を通知書のとおり承認することは決定をいたしまし

た。 

 

◎日程第◎日程第◎日程第◎日程第３３３３    議員派遣議員派遣議員派遣議員派遣の件の件の件の件    

 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 日程第３、議員派遣の件について議題にいたします。 

 局長、説明をお願いします。 

○議会事務局長（片山勇一郎君）○議会事務局長（片山勇一郎君）○議会事務局長（片山勇一郎君）○議会事務局長（片山勇一郎君） 朗読をもって説明とさせていただきます。 

 赤ナンバー１０番をご覧ください。 

 議員派遣の件。 

平成２５年９月１３日。 

本議会は、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１２２条の規定により、次の

とおり議員を派遣するものとする。 

記。 

１、鹿追町の視察調査。 

（１）目的。 

議会インターネット中継先進地視察調査。 

（２）派遣場所。 

鹿追町議会。 

（３）期間。 

平成２５年１１月下旬。 

（４）派遣議員。 

議会運営委員会委員及びその他議員。以上です。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 説明が終わりました。 

 お諮りをいたします。 

 議員派遣の件は、会議規則第１２２条の規定により、これを承認することに異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議員派遣の件は承認することに決定をいたしました。 

 

◎日程第４◎日程第４◎日程第４◎日程第４    意見書案第７号意見書案第７号意見書案第７号意見書案第７号    道州制導入に断固反対する意見書道州制導入に断固反対する意見書道州制導入に断固反対する意見書道州制導入に断固反対する意見書    

 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 日程第４、意見書案第７号、道州制導入に断固反対する意見書を

議題にします。 

 お諮りをいたします。 

 この意見書案については、会議規則第３９条第２項の規定により、提案理由の説明を省

略したいと思います。 
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 このことに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第７号については、提案理由の説明を省略することに決定をいた

しました。 

 意見書案第７号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 意見書案第７号に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 ４番笠松議員。 

○○○○４番４番４番４番（（（（笠松直笠松直笠松直笠松直君）君）君）君） 本来、この道州制というのは、地方分権、地方自治を進めるための

一つの手法として考えられてきたはずのものなのですね。 

 それがどうねじ曲がったのか、むしろ地方自治や分権を衰退させる方向に進もうとして

いる。 

 これは我々としては言語道断でありまして、よって、この道州制に反対する意見書に賛

成をいたします。 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）    賛成の討論でした。 

 反対の討論はありませんか。 

 そのほか、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 意見書案第７号、道州制導入に断固反対する意見書を採決します。 

 この意見書案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第５◎日程第５◎日程第５◎日程第５    請願第７号請願第７号請願第７号請願第７号    義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１////２への復元、「３０人２への復元、「３０人２への復元、「３０人２への復元、「３０人    

以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など    

２０１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向け２０１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向け２０１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向け２０１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向け    

た請願た請願た請願た請願    

 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 次に、日程第５、請願第７号、義務教育費国庫負担制度堅持・負

担率１/２への復元、「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実な

ど２０１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた請願を議題にします。 

 この請願は、総務常任委員会に付託した事件です。 

 審査が終了し、委員長から報告の提出がありました。 

 委員長の報告を求めます。 
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 男澤総務常任委員長。 

（男澤秋子総務常任委員会委員長登壇） 

○総務常任委員会委員長（男澤秋子君）○総務常任委員会委員長（男澤秋子君）○総務常任委員会委員長（男澤秋子君）○総務常任委員会委員長（男澤秋子君） 総務常任委員会審査報告。 

 平成２５年４月４日開会の定例会において付託された事件について、審査を終了したの

で、会議規則第９４条の規定により報告いたします。 

 記。 

 １、付託事件。 

 請願第７号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１/２への復元、「３０人以下学級」

の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など２０１４年度国家予算編成における教

育予算確保・拡充に向けた請願。 

 ２、経過。 

 ９月４日定例会本会議終了後、全委員の出席を得て審査した。 

 ３、結果。 

 本請願の内容、趣旨は十分理解できるものである。 

 ４、決定。 

 請願第７号は、採択とする。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 報告は終わりました。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 請願第７号の委員長報告に対する討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 請願第７号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１/２への復元、「３０人以下学級」

の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など２０１４年度国家予算編成における教

育予算確保・拡充に向けた請願を採決します。 

 この請願に対する委員長の報告は採択です。 

 委員長の報告のとおり、採択と決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○○○○議長（髙橋和雄君）議長（髙橋和雄君）議長（髙橋和雄君）議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、請願第７号は、委員長報告のとおり採択されました。 

 お諮りをいたします。 

 男澤議員から、意見書案第８号が追加提案されました。 

 この際、これを日程に追加し、順序の変更をしてただちに議題にしたいと思います。 

 このことに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第８号を日程に追加し、順序の変更をして議題にすることは決定
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いたしました。 

 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時１９分 

再開 午前１０時２０分 

 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎◎◎◎追加追加追加追加日程第日程第日程第日程第６６６６    意見書案意見書案意見書案意見書案第第第第８８８８号号号号    義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１////２への復元、２への復元、２への復元、２への復元、

「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、

就学保障充実など２０１４年度国家予算編成における就学保障充実など２０１４年度国家予算編成における就学保障充実など２０１４年度国家予算編成における就学保障充実など２０１４年度国家予算編成における

教育予算確教育予算確教育予算確教育予算確保・拡充に向けた意見書保・拡充に向けた意見書保・拡充に向けた意見書保・拡充に向けた意見書    

 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 追加日程第６、意見書案第８号、義務教育費国庫負担制度堅持・

負担率１/２への復元、「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実

など２０１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書を議題にいた

します。 

 お諮りをいたします。 

この意見書案第８号については、会議規則第３９条第２項の規定により、提案理由の説

明を省略したいと思います。 

このことに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第８号は、提案理由の説明を省略することに決定をいたしました。 

 意見書案第８号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 意見書案第８号に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 意見書案第８号、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１/２への復元、「３０人以下学

級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など２０１４年度国家予算編成におけ

る教育予算確保・拡充に向けた意見書を採決します。 

 この意見書案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第８号は、原案のとおり可決されました。 
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◎◎◎◎追加追加追加追加日程第日程第日程第日程第７７７７    一般質問一般質問一般質問一般質問    

 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 追加日程第７、一般質問を行います。 

 質問、要旨、答弁はそれぞれ簡略明解にお願いをいたします。 

 順次、質問を許します。 

 通告順により、最初に、２番佐藤議員。 

○○○○２番２番２番２番（（（（佐藤耕平佐藤耕平佐藤耕平佐藤耕平君）君）君）君） それでは、高校卒業までの医療費無料化を求めて、質問させてい

ただきます。 

村で平成１９年度より対象年齢を中学３年生まで拡大して実施されている医療費の無料

化は、保護者を中心に大変喜ばれています。 

この施策により、村に対して子育て環境が良いというイメージを持ち、中学校卒業まで

の医療費無料化を理由の一つとして中札内村を選択し、移住してくる子育て世帯も数多く

あります。 

本村や隣の更別村が先駆けて実施した中学校卒業までの医療費無料化は、管内にも良い

影響を与え、今では１５町村にまで広がりました。 

子育て施策という福祉の観点に加え、修学援助という観点で、今度はぜひ、高校卒業ま

で対象を拡大していただきたく思います。 

村民に大変喜ばれ、村外でも注目され続けてきたこの制度を、高校卒業まで拡充するこ

とは「子育てをするなら中札内」という更なるアピールともなります。 

そこで、医療費無料化を高校卒業まで拡大することへの村長の見解と、拡大した場合の

対象者数やかかる医療費の試算などを伺います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 答弁、田村村長。 

○○○○村長村長村長村長（（（（田村光義田村光義田村光義田村光義君）君）君）君） 高校卒業までの医療費無料化についてでありますが、本村は合併

せず自律したまちづくりを進めるため、各種行政サービスを見直すなど、自律のための具

体的な行動計画をまとめた「自律推進プラン」を平成１８年に策定するとともに、そこで

生まれた財源を今後のまちづくりに生かすため、子育て支援と定住促進を最重点施策とし

ながら取組んでまいりました。 

それまで小学校就学前の児童が対象であったものを平成１９年度から中学３年生まで拡

大した本事業は、保育料の軽減・無料化などと共に、子育て支援施策の目玉事業であり、

管内、道内的にも先進的な取組みであったと思います。 

本事業に対する私の基本的な考え方は、義務教育が終了するまでの期間、できるだけ子

育てに係る費用を支援することにより子育て家庭の負担を軽減し、子供を産み育てる意識

を高めていただくとともに、その軽減分を少しでも義務教育終了後の子どもの将来に生か

していただきたいという思いからであり、現段階でこの基本的な考えに変化はありません。 

次に、仮に高校卒業まで拡大した場合の対象者数や医療費の試算でありますが、対象者

数については、高校に修学されていない場合も想定されますので、年齢要件のみで住民基

本台帳から抽出すると２０６人となり、本村には高等養護学校があることから、同規模の

他の自治体より対象者数は多いと考えられます。 

また、医療費の試算ですが、本村で医療費が確認できるのは、国民健康保険の被保険者

に限られ、対象者２０６人のうち３０人程度となりますが、そのうち受診された方の直近

３カ月の自己負担額の合計は１６万円程度で、月平均５万５，０００円、対象者一人当た

り月平均１，６００円ほどとなっております。 
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これを単純に本村における対象者２０６人を乗じて試算すると年間３９０万円程度の負

担が見込まれます。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 答弁は、終わりました。２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） それでは再質問させていただきます。 

 村長自身の、今、答弁の中でも、義務教育までと。 

 そして、その考え方には変わりがないということだったのですけども、確かに医療費無

料化というの、次々拡大して、拡大することは望ましいとは思うのですけども、次々拡大

するというのも、どこで限度というか区切りをつけるのは、難しいところだとは私自身も

正直思います。 

 高校卒業である１８歳にしたら、では、未成年である２０歳まではどうするのだだとか、

２０歳越えても大学に通っている場合はどうするのだとか、そういういろんな問題や支障

が出てくるとは思うのですけども、今、現代、ここ最近、やはり高校までを一つの修学期

間とするというのか、やっぱり高校の進学率というのは本当に１００％に近いぐらいにな

ってきていますので、厳密に言いますと義務教育ではないですけども、やっぱりそうやっ

て１８歳まで、高校まで学ぶという子どもたちが多くなってきている中では、ぜひ、高校

卒業までを修学期間というふうに位置付けて、ぜひとも拡大を実施してもらいたいなと私

自身考えています。 

 それで、道内、ちょっと調べてみたら、今現在で８市町ですね。ちょっと村はなかった

のですけれども。 

 北斗市が１市と、そのほか７町が高校卒業まで医療費無料化ということを実施していま

す。 

 その中でも、南富良野町では２２歳の学生までということで、入院通院ともここは全額

助成されているそうなのですよね。 

 そのほかの７自治体は、そこまではちょっといかないのですけども、入院だけ助成して

いたり、初診時、最初の受診時の一部負担金だけ助成するだとか、そういうような取組み

も行われていますので、全額負担は無理かもしれませんが、そういうような限定を付けて

だとか、そういうふうにして取組むような余地はないのか。ちょっとお伺いします。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） ご意見の中にあったように、拡大というのは、これは皆さんから

すれば、できるだけ、特に無料化ですから、あるいは一部負担でも拡大することが望まし

い、希望だろうなということは私もそういうふうに思います。 

 ただ、ちょっと先ほども答弁で触れたのですけど、これのそもそものスタートが、自律

推進プランで、いわゆる、ちょっと金額触れていませんでしたけども、５，０００万円と

いうお金を皆さんに我慢していただいて、生まれたお金を１０年間、要するに１９年から

１０年間、まちづくりのための重点としてやらせていただきますということを宣言をして

やっているものです。 

 実際にもう、スタートのときには５，０００万円までいかなかったとは思いますが、今、

ちょっと、数字、細かくこのところ持っていませんけど、多分５，０００万円を超える、

この定住と子育てということでは５，０００万円超えるかの金額で今実施をさせていただ

いて、評価も一部いただきましたけども、そういった意味で、人口等にも結果が出ている

かなということでは思っているのですけども、そういったことで期間を決めて、そして実

施をしているという背景もそこにはありますし、この医療費の部分だけをポンと、今、拡
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大ということにはやっぱり、この間の進め方を考えたときに、守るべき、何と言いましょ

うか、宣言しているということを考えますと、そこだけそういうことにするということに

はならないというふうに思います。 

 それと、こういったものを一度スタートすると、なかなか、止めるといったら変でしょ

うけども、下げるということは現実にかなり難しい問題になりますから。 

 ここまでのところでは、その５，０００万円を他の義務的な経費に食われるということ

がなくて、確保しながらやってこれていますから、次のまちづくり計画の中でも継続すべ

きという意見をいただいて、これが正式になれば、このことを、今までやってきることに

ついては継続をしていきたいという考え方持って、こういうふうにきているものですから、

やはり１０年間なりサイクルが終わったときに、同じことをやれるかどうかの状況もあり

ますし、他のところに重点を置くという考え方もありますし、そういった、今経過の中で

ですから。 

 要望としてわからないということではなくて、そういった整理の仕方が必要だろうとい

うことで、現時点では拡大という考え方を持っていないと、こういうことで答弁させてい

ただいていますので。 

 一部、入院だけとかいろんな方法はあるのですけども、現在のところはそういったこと

も検討をする時期ではないと、こういうふうに思っております。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） 村長の拡充に関する率直なお考えもわかりました。 

 それと、やはりいくらいい施策であってもお金あってのことなので、村長おっしゃるこ

とも十分わかります。 

 村は健全財政と言われていますけども、決して、だからといって余裕があるわけではな

いというのも私自身認識しているところです。 

 そういう中で本当に、厳しい財政の中で、中学校卒業まで医療費無料化、拡大したとい

うのは本当に村民に喜ばれているというのは誰しも認めることだと私自身も思っていま

す。 

 だから、確かに求めている私自身もちょっと無理難題を言っているなというのは事実あ

るのですけども、ぜひ、今後、そういうタイミングというのか、余裕ができたり、いろん

な形でほかのところの支援なんかも得られてできる場合には、ぜひ進めていっていただき

たい。 

 そして、村長自身言ったように、１回始めてしまったらやっぱり、止める方が問題にな

るような施策の一つでもあると思うので、そこはぜひ注意していっていただきたいなと思

います。 

 そういう中で、答弁の中にも、義務教育終了までとして、その分の軽減された分を、高

校なり大学、その先の、中学校卒業後の子育てに係る費用に充てていただきたいという、

そういう趣旨で始めたという答弁ありましたけども、そんな中で、見解だけお伺いしたい

のですけども、今、高校授業料無償化なんかも行われていますけども、これもいつどうな

るかもわからないような、所得制限なんかの話も出てきていますからどうなるかわからな

い制度でもありますから、あまりそこに１００パーセント期待することもできないであり

ますし、やっぱり今本当に、この経済状況、社会的情勢が厳しい中で、親の世代の収入な

り生活状況というのは本当に厳しい中で、さらには消費税の増税も確実になりつつあると

いう中ですので、本当にそういう厳しい財政、家計にとっては厳しい状況でも、いわゆる
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学費や教育費に係るお金は増えていっていると思うのですけども、その辺の見解について、

よろしければお聞きしたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） １点だけ、ちょっとタイミングの話がありましたので。 

 なるかどうかはわかりませんので申し上げませんでしたけど、これ、単独分は単独分と

して村はやっていますけども、乳幼児や何か含めて、道のほうの制度もあるものですから。 

 こちらが、例えば、国も含めて拡大や何かになって、財源がそういったことで国やら道

からくるとその分が浮くといいましょうか、市町村では軽減されるというこんな動きがあ

ればまた、その中での検討ということは少し可能性あるかなというようなことをちょっと

思っているので、タイミングの話として申し上げたいというふうに思います。 

 今、消費税あるいはこういった雇用情勢、社会的なあれから、今、消費税が上がるやの

報道が流れて、その分、景気扶養どうだとか、今いろいろ情報出ていますけども、すぐに

こういった地方含めて、雇用含めて、オリンピックも決まったとか、非常に話題としては

あるのですけども、そういったことでそういったものが本当に生活に直結するものだけが

上がって、楽になるのかなというふうなこんなことを見ると、厳しいことは間違いないと

いうふうに思います。 

 ただ、そうは言いながら、全国的、特に北海道で言えば、そのことで、では市町村が全

部そのことをカバーできるかというと、市町村もいわゆる財政という問題を考えると、国

全体景気良くなって配分がされれば、それなりの施策というのは打てるのかなということ

で、やはりそういった裏付けがあるときに、どういう状況で村民の方が生活をされている

かということで、どこにポイントを置いてそういったことができるのかということを判断

すべきことかなというふうに思いますから。 

 今、特徴的に教育問題、学費含めたそういったことでのポイントですけども、そういっ

た財源と全体的にどこができるのかということを具体的にやっぱりやれるような検討がで

きればいいなというようなことが、今率直に思っていますので、現段階で、教育にこうだ

と、大変だからどうだというこういうことを展開できるような情報状況ではないという、

こういうふうに思っています。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君２番（佐藤耕平君２番（佐藤耕平君２番（佐藤耕平君）））） 今の答弁でもありましたけど、道の助成、国の助成というのが本

当に重要だと思うのですよね。 

 道はいくらか助成していると思いますけども、国に至っては、そういうふうに先進的に

取組む地方自治体に対しては、ペナルティーというのか、それ相応の、交付税を減らした

りだとかそういうような、本当に地方自治体の頑張る努力に反するというか、その足を止

めるような、そういうような国の状況、本当にひどい状況もあります。 

 そういう中で、本当に本来であれば、この子どもの医療費無料化もそうですけども、教

育に関してのお金もそうなのですけども、国が本当に率先して、そういう医療費無料化に

関しては率先して行うべきことだと思うのですけども、その辺について、改めて村長の見

解とともに、そういうような要望、意見を国や道に対して、もう恐らく上げていらっしゃ

るとも思うのですけども、その辺についても再度お伺いします。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） ご意見の通りだというふうに思います。 

 医療費のその辺についたり、あるいは、先ほどの修学のことも含めて要請はしています
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けど、道財政は道財政として、そういった拡大のような雰囲気はありませんし、国自体は、

また政権も変わったということで、今、具体的な方向というのはこれからかなというふう

に思いますけども、これは単独ということではなくて、十勝あるいは全道・全国という規

模で同じそれぞれ課題を抱えてやっていることですので、そういったところと足並みそろ

えながら、またやることしか現段階ではできないのかなと、こんなふうに思っています。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） やはり中学校卒業まで、この医療費無料化、中札内はやっている

というのは本当に、管内でも、先ほども言いましたけども、先進的に始まったと。 

 道内見ても、１７９市町村ですか、本当に半分いかないぐらいしか中学校卒業まで、６

０か７０自治体ぐらいしか、まだ医療費無料化やっていないということ、中学まではやっ

ていないということで、本当にいい制度だと私自身思いますので、まずは中学校卒業まで

の医療費無料化は、本当に恒久的にぜひとも続けていっていただきたいのと、それとやは

り、国や道への意見要望なんかも今以上に、ほかの町村なんかとも連携して取組んでいた

だいて、そういうような、高校卒業まで拡充できるような、そういう体制をぜひつくって

いっていただきたいなと、意見を最後に述べまして終わらせていただきます。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 意見として処理させていただきたいと思います。 

 これで２番佐藤議員の一般質問を終わります。 

 次に、５番黒田議員。 

○○○○５番５番５番５番（（（（黒田和弘黒田和弘黒田和弘黒田和弘君）君）君）君） それでは、通告してあります屋内ゲートボール場の建設について、

伺いたいというふうに思います。 

質問内容でございますが、早くからゲートボール協会等から老朽化した現施設の改築を

望む声が強くあって、先輩議員が平成１５年から早期建設に向け質問するなど、訴えてき

ました。 

また、平成２３年６月には、ゲートボール協会から再度陳情書が、村長、議長、教育委

員長へそれぞれ提出されているところでもあります。 

近くでは、平成２２年１２月定例会において、屋内ゲートボール場の早期建設を求めた

質問に対し、村長は、教育長に答弁を委ねて、教育長から社会体育施設整備基本計画の中

で、現ゲートボール場は利用ニーズが高いと分析し、建物や設備は耐用年限に達して改修

は困難であり、現施設は老朽化により、取り壊して移転改築を検討したいと述べられ、総

合計画の実施年度の位置付けでは、保育所の建替えに伴い、早くて次期総合計画の初年度

の平成２６年度になると考えられ、保育所建替えの推移と並行し検討していくと答弁され

ました。 

また、平成２２年の保育所改修・改築等特別委員会において、田村村長、火山副村長か

ら現保育所の建物、施設の跡地利用の構想等でゲートボール場の移転改築に関して、具体

的に述べられているところであります。 

新中札内保育所は、８月３０日に建設工事が完成し、１０月に開所しますが、その跡地

への屋内ゲートボール場の建設は、平成２６年度を初年度とする第６期中札内村まちづく

り計画の実施計画への実施年度及び事業費、規模について伺います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 答弁、上松教育長。 

○○○○教育長（上松丈夫君）教育長（上松丈夫君）教育長（上松丈夫君）教育長（上松丈夫君） 屋内ゲートボール場の建設についてでありますが、現ゲートボ

ール施設の老朽化や保育所跡地の利用構想として、福祉サイドの視点から、高齢者や老人

クラブが主体的に運営に関わる交流施設としての併設利用を検討してまいりましたが、老
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人クラブ等との意見交換などの結果、この構想は断念し、再度社会体育施設としての検討

を進めてまいりました。 

現時点では、ゲートボール人口の今後の推移や、施設の有効活用を考慮すると、ゲート

ボール専用施設ではなく、多目的施設として整備することが望ましいと考えております。 

これまで、近隣町村の施設の利用状況を調査し、本村に相応しい施設としての在り方検

討を進めておりますが、優先度や財政運営、予算配分の状況を踏まえ、平成２９年度での

基本設計、実施設計の着手を目標としております。 

また、事業費、規模につきましては、多目的施設としての用途の内容により、大きく異

なるものと考えております。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） この屋内ゲートボール場の建設の関係ですが、私がこの問題を取

り上げて一般質問するのは初めてでございます。 

 それで、今までの経過ということで、平成１５年度からかな、ずっとありますが、今日

も会議録、全部持ってきていますけども、中身については全部精査したつもりでございま

す。 

 さらに、ゲートボールの方々とそれぞれ懇談もさせていただいた上での一般質問をして

いると、こんなことでご理解をしていただきたいというふうに思いますが、まず、実施年

度、２９年度ということでありますが、この年度をちょっとひも解いてみますと、４年に

１回選挙はありまして、それぞれ任期があるわけなのですが、果して、この内容を見ても、

実施をするのでなくて目標をしたいという漠然としたようなことなのですが、そこら辺の

考え方というのかな。 

 さらに実施計画に、来年度から始まるわけですから、何年に登載しようとしているのか。 

 そこら辺、はっきりお答えをいただきたいというふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 火山副村長。 

○○○○副村長副村長副村長副村長（（（（火山敏光火山敏光火山敏光火山敏光君）君）君）君） それでは、私の方から、ちょっと変わってお答えをさせていた

だきます。 

 まず、現在想定していますのは、平成２９年度に基本設計、実施設計を予定をしたいと

いうことで、今現在、第６期まちづくり計画の実施計画の調整をしている最中でございま

す。 

 第６期につきましては、特にこれまで懸案課題でありました中中の大規模改修、あるい

は消防の広域化、それから、各地域から要望のあります道路改修、それに加えて、橋梁の

保全ですとか、あるいは急がれる公共施設の維持管理といった、非常に、一般財源を多く

有する事業がございまして、今、その財源調整の最終段階でございますが、ゲートボール

場を含む多目的な施設ということについては、そういった全体の財政運営あるいは事業推

進という中で、現在の時点では、総合計画については、平成２９年度に基本設計、実施設

計を予定するということで、現在取り進めている最中でございます。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 町村としての大型事業、今いくらか話されましたけども、当然あ

るわけですね。 

 私の言っているのは、ゲートボール場建設、今湧いてきた問題で言っていることではな

くて、平成１５年からずっと経過があるのですね。 

 平成２９年ということになりますと、平成２９年４月まで、今、村長の任期ということ
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ですから、２９年も目標にしたいということなのですが、本当にこれ、現体制で本当にや

る気があるのかどうかということをお聞きをしたいのですが。 

 やる気があるということになれば、任期中というのかな、そういうことで、当然今まで

の経過も踏まえると、具体化をしていく必要性があるのではないかというふうに思うので

す。 

 それで、冒頭言いましたように、平成１５年から会議録全部精査してまいりました。 

 それで、概略言いますと、平成１５年に先輩議員が言った状態で、いわゆる第５期総合

計画、実施すべきだというものが後期計画に延び、最終的には、今言ったような形で、延

び延びになってきているのですね。 

 今年、この問題出てから１１年目にかかろうとしているのですが。 

 それで私も強く言っているわけですが。 

 ２０年の３月においては田村村長が、そのときの教育長は、後期計画の策定の中で進め

ていくよとはっきり言っているわけです。 

 それで、２面で多目的な施設も含めて、１，０００平米、２億円程度と、こういうこと

で検討した教育委員会の経過があるのですね。 

 それと、２０年の１２月においては、それぞれ、田村村長からもそれなりの答弁がある

のです。 

 それと、もっと具体的に言いますと、２２年の１０月２６日に、保育所改修改築等調査

特別委員会で、火山副村長が述べられ、さらに２２年度の１１月１５日に、火山副村長、

田村村長から、これら建設に絡めて、具体的にどうしていくと。 

 この問題については、こうだという述べ方しているのですが、その辺のどうお答えした

かお聞きをしたいのですが。 

 私は議事録持っていますから、もしわからなければここで読み上げたいというふうに思

いますが。 

 お願いをいたします。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 火山副村長。 

○○○○副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君） 読み上げていただかなくても、私も議事録ここに持っています

ので大丈夫です。 

 当時、答えたのは、当然、そのゲートボール場も一つの視野に入れながら、保育所の跡

地利用の構想の中で、福祉サイドとして総合的な利用を模索する構想をまとめたいという

ふうに私はお答えをさせていただいたつもりでございますし、議事録にもそのように書か

れているというふうに思います。 

 ただ、この間の結果、確かにその当時、社会体育の施設整備等で、いわゆるゲートボー

ル場ということが話題になったことは、これは十分承知をしておりますし、今ございまし

たように、ゲートボールを含む多目的施設ということで、二つの面を取れば２億円ぐらい

かかるという話をした経過も、それは承知をしております。 

 ただ、状況変化の中で縷々動いてまいりまして、できれば福祉サイドで総合的に使いた

いということだったのですが、これはたまたま、打診したところ、思うような結果が得ら

れなかったということで断念をして、今現在は、再度、社会体育施設として、では、ゲー

トボールも含めた整備のあり方をどうしようかという、これまでの状況変化を踏まえた最

終段階で整理をさせていただいた中で、今、それでは、多目的施設としてどんな方法を模

索しましょうというのが現実でございますので。 
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 これまでの経過については十分把握をしているつもりでございます。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（５番（５番（５番（黒田和弘君）黒田和弘君）黒田和弘君）黒田和弘君） 火山副村長が言った言葉、さらに、田村村長も述べておりますが

記憶にありますでしょうか。 

 私が今言っているのは、細かい話なのですけど、実施年度をどうするかという。 

 そのことで今、とりあえず話しているのですけどね。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） ご質問の通り、ピタピタは、一字一句まではあれですけど、この

間の流れはそういうことで、先ほど答弁もさせていただきましたし、そのことの、何か年

度のやり取りの中では、早くてということは次のラウンドですねということで、変化した

ことは正式に答弁させてもらったというふうに思っていますし、今回の中で、そういった

検討と、そういった流れの中で、今、黒田議員こだわられているのは実施がいつかという

ところで、たまたま４年のサイクルの中で、最終年にいわゆる実施設計なりをやりますよ

ということで、これは大きな担保といいましょうか、私どもとしては、担保だと思います

し、そのことが皆さんの認知がされたり、任期が終わる終わらないあると思いますけども、

今までもそういったことでやってきている部分というのは必ずありますので。 

 ２９年度に予算化がされているということは、次の年に実施を含めた前段の準備だとい

うことで議決がされるというふうに思いますので。 

 何か実施設計だけやったら、後は担保がないのではないかのようなご意見に聞こえたも

のですから、そのことを言わせていただいていますし、早くてというのは、次のラウンド

という意味ですし、当然よくご存じのように、平均化した財政運営をしなければいけませ

んので、何年だけが突出するということは、なかなか、財政、手立てする上では難しいと

いうことで、今申し上げたような大きなものがあるものですから、２９年に、今考えてい

ると。 

 正式な実施設計ということでありませんので、ここの場で述べたことを信用していただ

くしかありませんけども、２９年には実施設計をして、実施に向けていきたいということ

を、現段階では判断していると。 

 中身については、先ほど教育委員会から答弁させていただきましたように、少し方向が

変わりましたので、できるだけ、少しお金がかかることになるかもしれないけれども、有

効な少ない財源でやることなものですから、少し大きく膨らんでも、有効にそういった公

共施設は使っていきたいということで、今動いていると、こういうふうにご理解いただき

たいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 理解をしていただきたいのは、今、私こう言っているのですけど

も、今、強く言っているということは、過去のいろんな形で来て、今、僕言っているので

すけども、無茶苦茶なことを私は言っていることではないと思うのです。 

 それぞれ計画性を持ってこうだから現在になったと。 

 だから、２９年度でなくて、それを訂正してもうちょっと早くしてくれよということで

言っているのですが。 

 中身的に、１５年、２０年あるいは２０年の１２月。 

 さらに、特別委員会、２回やっていますけども、火山副村長からは、具体的な今の保育

所の部分をこういう形で使いたい、新たにゲートボール場を設けるまで、いろいろ駐車場
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スペースから全部言われているのですね。責任ある人が。 

 そういうことで、以上のポイントを整理をして、具体化に向けた構想を早急にまとめて

いきたいという、これは２２年ですよ。１１月１５日。 

 それを２９年ということであれば、具体化に向けた構想が７年もかかるという、こうい

う今お話されているのですね。 

 さらに田村村長については、現在の保健センター云々、あるいはまた興農クラブの関係

等々で、そういうことがあるので、老人クラブとかゲートボール協会の意見を聞く中で、

早急に取り進めたいと。 

 こうやって特別委員会ではっきり述べられているのですね。 

 さらに、ゲートボール場は全く新設で、場所的には可能であると、そこまで踏み込んで

発言されているわけなのですが。 

 これも同じく２２年ですよね。 

 ２９年ということであれば、そのことが７年後までかかるというこんな話なのです。 

 おまけに２２年の１２月においては、村長については、教育長のほうに答弁を委ねたと。

これははっきり会議録にあって、冒頭のあれで述べていますけども。 

 いろんなスケジュールを考えると、時期総合計画の初年度、２６年度になると考え、保

育所建替えと並列して、今後検討していくのだとはっきり述べられているのですよね。 

 保育所と並列ということは、この１０月にあの保育所は向こうへ移るわけですよ。 

 ここについては１０月から用途がなくなるのですが。 

 それから４年間かけて何ら変化がないという、こういう、何と言うのかな、決められな

い村政というのですか。 

 僕はそんなことで２年、３年のことを言っているのではなくて、今までの経過も含めて

当然あるわけですから。 

 いわゆる決められる村政ということを僕は目指すべきだと思うのです。 

 先ほど村長、２９年のときに出すから、私の任期中でないのかということを言ったって、

例えば、２９年の３月においては、例年からいくと骨格予算とこうなるわけだから。 

 そしたらゲートボール場については骨格予算継続だと言うのだけど、特にその辺が信じ

られないのですが。 

 それらの、今降って湧いてきた問題でないわけだから。 

 そして、最終的に、冒頭言ったように、早くて２６年度から計画をしたいということで

すから。 

 その財政的な問題だとか諸々とすれば、それからまた３年間延びるということではなく

て、もっと２、３年早めるというか、そんなことを考えてもらえないでしょうか。 

 お答えをいただきたいというふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） どうも何か時間の経過、状況の変化ということをちゃんと答弁さ

せていただいていますので。 

 単なる時間の変化ではなくて、早くて２６年の次のラウンドですねというところを随分、

それが２６年かのように取られていますけど、そこは多分、そういうふうに強調されてち

ょっと言い過ぎかなというふうに私は受け止めたのです。 

 というのは、次のラウンドのそこに持っていってというのは、前の分で整理できなかっ

た分で、ちゃんとそこのことはお答えしているのですね。 
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 そのことが、先ほど言いましたように、老人クラブやら福祉サイドの管理がどうかとい

うことの案件がありますよということを申し上げて、そしてそれが、引き受けてもらう話

にはちょっとならないということで結論付けましたから。 

 いずれにしても一つのくくりとして、６期の総合計画の中ですから。 

 何と言ったらいいのでしょうか。 

 それこそ財政の運営考えると、必ずしも優先順位がどうなのかは、その中にあるものの

財政等考えながらやるということは、これ、そのブロックでは当たり前のことというふう

に思っていますので。 

 このゲートボールだけをここに入れるのだという判断をすることのほうが、私としては

間違い起こすのでないかなと。 

 先ほど言いましたように、中学校の大規模改修もありますし、道路の問題もありますし、

そういったときに初めてどういう順位でやるかというのは、６期の総合計画の前期のブロ

ックの中での話ですから。 

 決してわざわざ遅らせているとかということではなくて、そういうことを考えた上で、

しかもその担保として、３月はどうだこうだという話ありますけど、これは言っていけば、

そのことは約束したことになるのではないかというふうに思っていますから。 

 そんな空手形を打って実施設計をしますというこういうことではないというふうにご理

解いただければ、時間は少しかかっているかもしれませんし、現施設も今あるわけですか

ら、もう少し我慢をいただければ、具体的な提案も、今きちっとした形で、やる年度もそ

のときにははっきり、今言っているようなことの担保として説明ができると、私はこうい

うふうに思っておりますけど。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 暫時休憩をさせていただきたいなと思います。 

 黒田議員は休憩後にまたお願いをしたいと思います。 

 ２０分まで休憩をさせていただきます。 

 

休憩 午前１１時０５分 

再開 午前１１時２０分 

 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 皆さんお揃いになりましたので、休憩前に引き続き会議を開きた

いと思います。 

 一般質問の黒田議員の質問を続けさせていただきます。 

 ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 今、論議の最中ですけれども、とりあえず中身はこれからとして、

論点ぼけますので。 

 実施年度について、まずお互いの認識というかな。ということで私もちょっとこだわっ

ているのですが。 

 この会議録、相当な厚さになるわけですが、本当に何回も、私は今回初めての一般質問

ですから精査をさせていただきました。 

 先ほどもちょっと言っていますけども、平成１５年といえば、田村助役の時代からスタ

ートしている問題です。 

 そのときについては、教育長の方から、後期計画に盛り込むのだよと。 

 先ほども申し上げましたけども、後期計画の中で論議をし、事業の規模についてはこう
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持っていきたいと。 

 ２０年の３月に述べておりますよね。 

 同じく１２月では、それぞれ複合的な施設整備も視野に入れてやっていきたいと。 

 さらに、先ほども言いました保育所、特別委員会においては、副村長は具体化に向けた

構想を早くまとめていきたいと。 

 村長からは、早急に、私が言ったイメージで早急に進めていきたいと。 

 ２２年の１２月には、先ほども言いましたけども、教育長からは、保育所建替えと並行

して、早くて２６年度ということで進めていくのだよと、こんなことを冷静に考えていけ

ば、早くて２６年度ということですから、本当に住民の要望に応えていくということなれ

ば、もっと早い年度で具体化していくことが村民に対する施策の答えというのかなと、そ

んなことだと思いますし、当然、さっき村長言うように、財政的なこと、あれだこれだと

いう部分があろうかと思いますが、当然僕はそういうことだと思うのです。 

 だから私がしつこく言っているのは、何年か前の話でなくて、以前からこう出てきて、

答弁した内容等も考えると、もっと村民に対する誠意を見せるべきですし、スピード感の

ある村政というのかな。 

 村民に誠意を見せる中で、私は、平成２９年度というまだ４年後の話ではなくて、もっ

と私はそんなことで早めるべきだと、こういうことで再三に渡って話しているのですが。 

 まちづくり計画、これから、さっきの答弁ですと実施計画も今調整中ということですか

ら、まさに内部においても論議中だと思いますので。 

 今の段階で言うと、２９年度という答えを出したから、私がこう言えば、答えは２９年

度というこういうやり取りしていますけども。 

 もっとそういう形で、要望した者としてはやっぱり冷静に考える部分については、ちょ

っとやっぱり３年については、延びるということはちょっとそんなことで理解できません

ので、もっと早めるというかな。 

 そのことを再度求めたいのですが、答弁いただきたいと思います。 

○○○○議長議長議長議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） 同じことしかなりませんし、２６年の言った部分で、質問受けて

いることは何一つ私は否定はしていません。 

 言ってきていることですし、変化も申し上げているし、現状のことも申し上げていると

いうことをまず確認させていただきたいと。 

 ご意見わかりますので、今、本体も特別委員会でご論議いただきますし、それに付随し

て、今ご質問にあったように内部で今実施計画を想定してやっています。 

 それを見ていただければ、私のちょっと言っている部分もわかっていただける部分も逆

にあるのかなというふうに思いますし、なるほどこういう財政の動きなのだということは、

オープンにしていませんのでちょっとかみ合わない部分があるので申し訳ないなというふ

うに思います。 

 ご意見はご意見として、受け止めてこうするということは申し上げられませんけど、意

見としてお持ちだということは十分伝わっております。 

 そういう時期が当然実施計画を皆さんにお見せをする。実施計画そのものも毎年の、ご

存じのように、財政とあれしてローリングありますから、担保でないと言えばそうかもし

れませんけど、そのときには、先ほどの論議のあった担保がないではないかということに

は私はならないということで申し上げて、そういう重いものだと思っておりますので、そ
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ういう時期にまたご論議いただければというふうに思います。 

 ちょっと、前へということについての回答にはなりませんけど、そういう時期が来たと

きにまた、意見交換の場は、私はあるのではないかというふうに。 

 変えれという意味でなくて、状況がちゃんとわかっていただける、そういった場面があ

るということ、近々あるということで説明をさせていただきたいというふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 田村村長、言っていることも私も理解できます。 

 ただ、冒頭から言っているように、最初は第５期の前期から入れてくれと。 

 そしたら答えとして、当時の田村助役、そして、前教育長含めて、後期計画に盛り込ん

でいくのだと、こういう格好で１５年からずっときているものですから。 

 今の段階で検討するとすれば、田村村長言うように、あの事業ある、この事業ある。だ

からゲートボールについてはとっても、一般財源大きいからという話になるのかもしれな

いですけども。 

 もっと前向きというか、そういう今までの流れ方からすれば、今そう言われてもあれっ

というような感じするのですね。 

 ですから、ちょっとしつこいようですけれども、後期計画、これについては諸々ででき

なかったと。そしてまちづくり計画であれば、上松教育長が言うように、平成２６年、早

くてやりたいということですから。 

 それからさらに、３年ですか。そういう財政事情で云々と言っていることもわかります

けども、もっと、その２６年度が１年なり延びるということであれば、財政的に含めてわ

かりますけども、３年ということになれば、本当にどうなのかなというような感じがする

ものですから、私もしつこく迫っているのですがね。 

 それで、実施年度にまだこだわるのですが、これから実施計画が出されるということで

すから、その２９年度、１年度でも早めるという、そういう余地は全くないのかどうか。 

 再度確認したいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 火山副村長。 

○○○○副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君） 振り戻りますけども、余地が云々とかではなくて、今全体のバ

ランスを見てやっております。 

 この間、村長が答弁してきたように、２９年度に基本設計、実施設計ということでござ

いますので、この段階でそれを繰り上げるという考え方は持ってございません。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） これ同じこと言っても平行線になると思いますからどうしようも

ないことなのですが、２９年度での基本設計、実施設計の着手ということになれば、建設

は２９年度なのか３０年度なのか。 

 その辺はどんなものなのでしょうか。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 火山副村長。 

○○○○副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君） 先ほどから申しておりますように、この間、この事業、当初は

ゲートボール場であったのが多目的になったりとかしております。 

 全く新しい施設ですから、当然、今の状態で言いますと、まちづくり基本条例の基本原

則であるパブリックコメントをかけて、村民の皆さん、住民の皆さんのご意見をいただく

ことが必要だと思っています。 

 それで、２９年度に、まず基本設計として概要を固めて、その上でパブリックコメント
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を取って、実施計画を立てるというのが通常の組み立てになるのかなというふうに思いま

すので、そういうふうなスパンをきちっと取るとなると、２９年度に設計をやって、同一

年に着手をするというのは、現実的には無理かなというふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） ２９年度で基本設計、実施設計ということです。この答弁書。 

 建設は何年度になるのかということです。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 火山副村長。 

○○○○副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君） 一般論でいけば、通常は次の年度かなというふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 一般論からと言えば、それは確定していないから、３０年度か３

１年度か３２年度もわからないということですね。 

 はっきり答弁していただきたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 火山副村長。 

○○○○副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君） 今の段階でできていない次の計画の実施計画を、私がここでお

答えすることはできませんので。 

 それで一般的な事業の推進としては、そういうスケジュールになるというふうに申し上

げました。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） またこの辺論議しなければならないですが、まちづくり計画の年

度別イメージありますよね。 

 ２９年度に選挙、マニフェスト含めて見直ししてということですから。 

 先ほど論議しているのは２９年度に村長は責任を持って、私の任期中は出したいという

ことですから。 

 現段階でまだ建設年度が３０年なのか３３年なのかわからないという、こんな考え方に

なるのでしょうか。 

 やはり当然の一般論からいくと、２９年度で基本設計、実施設計やるとすれば、翌年の

３０年で今の段階では建設していくと。 

 こういうことであって、これも答えられないということになれば、本当に、私も、私と

論議しているのでなくて住民と論議しているわけですから。 

 本当にどうなのかなということになるのですけども、田村村長、どうなのですか。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） いろんなことを考えて答弁していますので。 

 状況の変化あれば、そのときに謝るしかないなということも含めて。財政どうなるかわ

からない部分も含めて副村長答弁していますので。 

 私も同じなのですけど、当然として、２９年に、先ほどから言っているように担保を出

すということは、私が実施するかどうかは別として、認知がされて、３０年に実施をする

ということが自然だというふうに思っています。 

 ただ、先ほど答弁のように、これ、毎年ローリングもありますし、財政がどうなるかは、

非常に、今予測される中で言っていることですので、変化があれば当然その説明をして、

遅れる場合もあるかもしれません。 

 そのことは、私が空手形を打ったから何でもかんでも３０年だという責任まで持てない

という意味で申し上げておりますので。 
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 その辺は十分ご理解いただけると思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） そのことは十分にわかります。 

 いわゆる、今の村政預かる責任者としては、２９年度に基本設計と実施設計をやるとい

うのだから。 

 これについてはやっぱりやる権限があるわけですからね。 

 だとすれば、今、田村村長言うように、３０年にはやりたいと。 

 村政もどう変わっていくかわかりません。 

 だから、それ以降の責任は持てないですけども、今の責任ある立場としては、火山副村

長が言うような曖昧なことでなくて、田村村長言うように、翌年には今の段階ではやって

いくと、はっきり今述べられたので。 

 そのことについては話もわかりました。 

 ただ、基本的な部分については、私と田村村長とではかなり誤差がありますので、ここ

ら辺については、これ以上やっていっても発言の残り時間が少なくなってきますので止め

ますけども。 

 それでは、中身に入りたいと思うのですが、老人クラブ等との意見交換などの結果、こ

の構想は断念し、再度、社会体育施設の検討を進めてまいりますということでありますが、

老人クラブ等との意見交換などの結果ということで、どういったメンバーで、いつどのぐ

らいの規模でなされて、具体的な、どういう意見が出たのか。 

 そこら辺、まず詳しく教えていただけませんか。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 岡田福祉課長。 

○○○○福祉課長福祉課長福祉課長福祉課長（（（（岡田好之岡田好之岡田好之岡田好之君）君）君）君） それでは私の方から説明させていただきます。 

 老人クラブの方とは、この保育所跡地の利用の将来的なことを踏まえまして、老人クラ

ブの方と話させていただきました。 

 話しました時期は、今年の７月でございます。 

 最初、役員の皆さんにご参集をお願いしたいという形でお願いしたのですけれども、ま

ず先に、どういう状況の話なのかということを聞かれまして、こういう保育所跡地の今後

の利用の形で、こういうことをお願いしたいのだよという話をさせていただくと、それで

は、役員会ではなくて、実際問題、維持管理を含めての話となると、ちょっと難しいと、

そういうような形でございましたので、個別で何人かの方たちに話して、結局、役員会を

開かずに、その前の段階で結論を出させていただいたところでございます。 

 考え方の中身につきましては、今現在、保健センターを拠点として交流活動を続けてい

ますけれども、その活動の部分を管理していただいているのが、村なり何なりやっていた

だいていると。 

 それを離れて、自分たちでというところまでには今のところまだいかないので、現状の

ままを続けさせてくれということだったものですので、残念ながら、新しい保育所のとこ

ろの周辺のところの維持管理を含めた形での管理ということについてはお願いできないと

いうような状況を判断させていただきました。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） これ７月ということで、役員が云々でできないから個別でという

ことなのですけども。 

 どこの老人クラブとやったのですか。 
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○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 岡田福祉課長。 

○○○○福祉課長（岡田好之君）福祉課長（岡田好之君）福祉課長（岡田好之君）福祉課長（岡田好之君） 最初にお話させていただきましたのは、老連の事務局長さん

とお話させていただきました。 

 そして、その後、会長さんともお話させていただきました。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） ここに文章で老人クラブ等との意見交換などの結果、こうで断念

してこうだと。 

 あまりにもちょっと簡単すぎるというのか、今、維持管理が難しい。当然維持管理難し

いと言われるのではないですか。 

 どういう説明してどうしたのか知らないけども。 

 もっと老人クラブと意見交換をするということになれば、老連もそうなのでしょうけど

も、各単協さんもありますよね。 

 今の現状もあるわけですから、十分に論議を踏まえた中で、最終的に会長と事務局長さ

んが、意見全部まとめたらいいですよ。 

 だけども、役員とできないから会長と事務局長で話して、その結果が、これからの村政

の中で、そういう意見交換したから構想は断念して、社会体育施設として健康を進めてま

いりましたと、こういう言葉になるのでしょうか。 

 やっぱり、今、対話の村長ですよ。田村村長やっていきたいということだから。 

 だとすれば、もっと順序を踏んだ形で、各単協に下ろして、村の考え方はこういう形で

やりたいと。具体的にどうなのかというものを下した段階で、最終的に会長、事務局長が

代表して、回答書なり出すのならいいですよ。 

 まず、村の、今の２６年といったものが２９年度、こういうことも含めて、中身につい

てはこうやっていきたいという案を出しながら僕はやっていくべきだと。やっていった中

で、ここの答弁書にあるように、断念云々という強い言葉出ていますけども、そういうこ

とになるのではないでしょうか。 

 お答えをいただきたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 岡田福祉課長。 

○○○○福祉課長（岡田好之君）福祉課長（岡田好之君）福祉課長（岡田好之君）福祉課長（岡田好之君） まず、役員会等でご説明させていただきたいということで、

その中身につきましては、保育所跡地へのことで、高齢者の交流ゾーンとして、あの全体

をお年寄りが集う集会施設と。そして、ゲートボール場を併設した一体的なゾーンという

形でどうだろうかと。 

 そして、その管理を老人クラブが主体を持って管理運営するというそういうゾーンに設

定したいのですけれども、その辺について検討願えませんでしょうかという形でまず話さ

せていただきました。 

 ところが、実際問題、今現在、保健センターのところで利用しておりますけれども、村

のほうでの、私どもとしては、維持管理を村がやっていること自体、それを離れて、自分

たちの手でやる方が非常に好まれるのでないだろうかなという逆にちょっと思っていたも

のですから。 

 それが以外に、今、私どものほうの管理のもとで、保健センターを使っている方が安心

していいのだというような話。 

 それから、施設的なことも含めまして言われて、そして、このことについては、役員会

に諮るまでもなく、ちょっと無理ですねという形が出たものですので、そこでその話を断
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念させていただいたところでございます。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 会長さん、事務局長さんと１、２の会話の中において、村全体の

老人クラブが云々がこういうことで断念をしてどうのこうのという、そういう私は村政で

ないと思うのですね。 

 会長さん、事務局長さん、いいですよ。 

 そこまで来るということは、連合会の下には単協があるわけだから。 

 例えば、具体的には、興農クラブありますね。 

 聞きますと、田村村長も言っていますけども、非常に狭いということで、会議録で述べ

ていますよね。 

 田村村長も、現保健センターについては、諸々老人クラブ活動もやっていて、あそこは

健康センターということで葬儀もやっているし、いろいろ被る面もあると。 

 そんなことなので、老人の拠点を今の保育所、教室、遊戯室等を利用する中で、複合的

な施設として考えて、ゲートボールについては、横の新たに建ててという構想あるわけで

すね。 

 それで、ゲートボールの方々も、何もゲートボール場ってこと言っているのでないので

す。 

 いわゆるこれから高齢化の人が増えていくから、老人クラブの拠点をあそこの保育所の

施設を、改修するのでしょうけども、する中で、高齢者の交流の場というのかな。 

 しかも、村長が言っている、隣には児童館があって、放課後児童クラブとの連携という

か。交流やっているのですね。 

 だから、それにしても都合がいいと。 

 ゲートボールやる人たちも、いわゆる今４２名でやっているのですが、老人クラブの会

員の方も、うまい下手は別にして、例えば、老人の人たちが、今の保育所のところに拠点

としてなれば、日常的に、おいちょっと楽しんでみないかということで交流をしながらや

っていきたいと。 

 そうすることによって、冬は、ゲートボール場しかないわけですから、大いにゲートボ

ールも普及できる、健康維持にもつながる。 

 こういうやっぱり、ゲートボールのやっている人たちも話していますし、私は老人クラ

ブの役員の方云々とまで、そこまで話していませんけども、そういう老人クラブの１、２

と話していますと、そういう時代だねと。あそこはいいねということで言っているわけで

すから。 

 ぜひ、そういうある中で、今話してもそういうことですよ。 

 今、課長の話を聞きますと、老人クラブ等との意見の結果、今言った構想については止

めると。 

 社会体育施設として検討を進めてまいりましたという。 

 こんなことで、僕は片付けられる問題でないと思うのですが、その辺の住民の意見の集

約の仕方。僕は完全に間違っていると思うのです。 

 ここら辺、理事者の方からきちっとお答えをいただきたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） やはり話するときは入口からということで、言ってみると入口で

鍵をかられたものですから。 
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 今もそれがいいのではないかというのを、私のほうから考えて、何も画がありませんか

ら、例えば、そういうふうになったときに、ゲートボールも絡めてということで、まず打

診をしてみてくれということで指示を出しました。 

 例えば、こうだこうだって、そういう協議会があって、意見をまとめたものではありま

せんので。 

 その段階でどういうふうに受け止められたか心の中わかりませんけど、重いものを持た

されたらという雰囲気で鍵をかられたものですから、その後、やりましょうとバンと出し

たものではないので、その辺の取扱いの仕方が今、黒田議員言うように、いろんなところ

どうだというところまでいかないで、この構想については、ちょっと全体まとめられない

なと。 

 内部はやって、この活用についてはきているところなのですけども、そういったことで

まず、もう一つ考えたのは、いわゆる指定管理的な、そういう自主運営をこれからやって

もらうこともいいのかなということも一つありましたし、もう一つは、料金体系として、

そこを拠点にすることで、いわゆるフリーに特定の人方が使うところについては、自律の

ときにそれぞれ料金いただいている、運営に負担になっている部分も聞こえないわけでは

なかったものですから、そういうことだったものですからこういう答弁をさせていただき

ました。 

 その取り方について、今ここで、じゃあということはありませんけども、いわゆるスポ

ーツ型としての検討もたたき台ができているわけではありませんし、そういう声がまだあ

って突破できるのであればもう一度挑戦するという手もないわけはないというふうに、今、

コンクリーにはなっていません。 

 先ほどからのやり取りは、財政的なもので、この辺でないかということで、これが急げ

ば、それまでに今の話も、理解がいただければやれる話は、余地はあるのではないかなと

いうふうに、今そういう声もあるということなものですから。 

 私直接その代表の方と話していませんから、本当のところというのはちょっとうまく言

い表せませんけど、報告受けて、それ以上無理なのだなという報告を受けてここに至って

いるものですから、決してコンクリーでない、そういう要望意見もまだ、ほかの団体等も

あるぞというご意見、今いただけたので。 

 今日の答弁はこうさせていただいていますけども、言いましたように、時間がある話も

含めて、まだ検討の余地があるとすれば、少し、直接も話してみたいなというふうに今思

っていますので、少し時間いただければありがたいなというふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） ようやく村長もわかってきてくれたのかなというふうに思うので

すが。 

 本当に、冒頭、教育長から答弁しているのですが、この構想は断念をして、体育施設と

して検討を進めてまいりましたと。過去形ですからなのでしょうけども、これについては

岡田課長の方から答弁ありましたけども、そんなことで、村の方向性を決めていくなんて

いうことは、僕はもってのほかだと思うのですね。 

 だから、老連の会長、事務局長が悪いのでないのですよ。 

 もっと、老人クラブということならどうなのかということになれば、全体で懇談するわ

けにはいかないから、各単協に下ろして、下ろす前に、村としてこういう形でやっていき

たいと。 
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 どうですかでなくてやっていきたいのだけど、いろいろ意見くださいということで、寿

会、興農クラブ、喜楽会、その辺にきちっとやっぱり下ろして、そしてやっぱり合同の役

員会なのか懇談会なのかわからないけども、正式な形で懇談してもらって、あるべき形を、

ぜひ出していただきたいものだなというふうに思うのですが、そういう形で、再度、懇談

のやり直しというのですか、ちょっと表現できないですけども、村長もコンクリーなって

いないので、そうしたいということですから。 

 スケジュール的に、いつごろからそういう、当然、老人クラブ等々の意見、あるいはま

た、ゲートボール協会との意見交換もそれぞれあると思うのです。 

 村長としては、積極的に出向いてやっていきたいというこんな基本的な構想もあるわけ

ですから。 

 その辺のお答えをいただきたいというふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） ちょっと取り方が、一つ訂正させていただきたいのは、村がとい

うのはボワーっと、跡地利用で、例えばぐらいでしかやっていないということを、まず、

ちょっと確認というか申し上げておきます。 

 例えば、こういうふうになったらどうかというぐらい柔らかいもので、例えば、固めて、

ここをこうしてああしてという、そういうイメージで何か提案をすれということを言われ

ているようにちょっと取ったものですから。 

 でなくて、あそこをボワーとそういう拠点にしたときに、どういう運営に、ゲートボー

ルも来て、交流的なことを考えたときにどうでしょうかねというぐらいですので。 

 四角四面に、例えば、いつやってどうだとか、そういうことを提案したのではないとい

うことをちょっと、跡地利用を検討に一つの方法としてどうですかということを思い立っ

たものを打診したという、こういうことですから。 

 固まった何かを持っていったわけではないということをご理解いただきたいし、今言い

ましたように、スケジュールこだわられていますけども、もう一度声かけをして、ちょっ

とよくわからないのですけど、受けられた方がどこまで話しているかということも、私ち

ょっと確認していないものですから。 

 では、代表、老連のレベルぐらいで話しているとすれば、そのときどんな話だったのか

ということもちょっと聞いて、その方法については、必要があれば、違うやり方、再度や

らせてもらうとか、その辺のちょっと意思確認をまずはしたいなというふうに思います。 

 どこまでやっていたのか承知をしていないものですから。 

 今、課長は直接やり取りした分ですし、老連としてどこまでお話をしていただいて、ど

ういう意見だったのかももう少し聞いて、その対応については少し検討していきたいと。 

 いきなり単協に下ろすというほど、言いましたように固まっているものではありません

ので、その手順について、少し相談しながら、相手もあることですので相談しながらちょ

っと検討したいと、こういうふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄（髙橋和雄（髙橋和雄（髙橋和雄君）君）君）君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） いろんな手法があると思うのです。 

 村長言うのもボヤーっとしていてよくわからないのだけども、言っていることはわかる

のだけどね。 

 ただ、僕はああだこうだでなくて、ここで言っているのは、そういった老人との交流と

いうのかな、これは断念しということだから、止めたということで村民に言っているわけ
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ですね。 

 社会体育施設として検討を進めてまいりましたということなので。 

 社会体育施設検討を進めてまいりましたはいいのだけど、断念しだから、ここら辺ちょ

っと修正してもらえませんか。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） 言葉の使い方で、この論議の中できちっともう一度話をするとい

う、こういうことを答弁申し上げているつもりですので。 

 ただ、この答弁をする段階においては断念をしていることも、また事実ですので、この

やりとりの中で、そういったことを答弁させていただいておりますので、この１回目の答

弁については、訂正する考え方はございません。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） １回目の答弁では断念しということで、言葉発したわけですから、

私は修正してもらいたいということなのだけど、しないと。 

 ただ、その後の答弁の今の中で、もっと、白紙に戻して、きちっと各老人クラブの単協

から始めて、白紙に戻してやりたいということで私は理解したのですが。 

 そういうことでよろしいのでしょうか。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） お話し合いを再開するという意味です。 

 全てを白紙という意味やら先ほどのやりとりの年限が変わるとかというふうに、過大に

捉えないでいただきたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 話し合いの部分では、また基礎的なことからやっていくというこ

となのですが。 

 ここら辺が大事なのですね。 

 上辺の形で方向性を出すのでなくて、やっぱりこれから概略設計、実施設計出すわけで

すから、その中でないと具体的なものは出ないけども、その前段として、どんなものを村

教育委員会としては考えてやっていくのだというものをやっぱり打ちだしていかないと。 

 こんなもんでどんなもんでと、あまり上のこと言っても住民としてはわからないので。 

 例えば、さっきも言いましたけども、ここの保育所については今あるものを再利用して、

老人の例えば、各単協についてはこういう問題もあるから、今の施設を改修する中で、拠

点として考え、そして高齢者のスポーツでもあるゲートボール場をつくって、さらに、村

長が言っているように、隣に児童館があって、世代間交流もやっていきたいというすばら

しいことで言ってきていますし、そのことは僕も本当に理解できますし、ゲートボール協

会の方々と懇談をさせていただいたときも、ぜひそんなことで我々も望んでいるのだとい

う意見は僕も聞いているからそう言っているので。 

 そうすることが、今、ゲートボール人口も全国的に少し減少気味ということも私も聞い

ています。 

 だから、協会の人も増を求めてということで展開しているのですけど、まさしくここが、

試合だけゲートボールの人が出るのでなくて、やっぱり一般の老人の方々、そこに集まっ

ていろんな拠点として話していく中で、ゲートボールやる選手だとかやっている人もいる

わけですから。 

 懇談する中で、それでは一度、そこでやってみてようかと。 
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 下手だけどもこれはおもしろいということの普及をぜひ村としてもやるべきだと思いま

すし、冒頭言ったように、ゲートボール、夏は外あるからいいですけども、冬になると本

当にゲートボールしかないのですよね、スポーツは。 

 外歩いていれば、道路でひっくり返って骨折するだとか。 

 だから非常にいい施設だと思うのです。 

 ぜひそんなことで、僕は考えていくべきだと思いますし、後段の方に出ているゲートボ

ール専用施設でなくて多目的施設、そのことも含めて多目的施設言っているのかどうかわ

からないですが、そのほかに、現状としてポロシリ太鼓も使っていますよね。今の施設を。 

 例えば、あれだとすれば、さらにこっちでやるのか。少年団として何か使うものがある

のかとかって、僕はそこまで研究していませんからわからないけども、そういう用途によ

って屋根の高さというのですか。いろんな形が決まってくると思うのですけども。 

 そういったものを一部の人たちだけでなくて、今言うように、いろんな意見を聞く中で、

やっぱり今後の村を考えた場合に、今のリーダーとしてはこういくべきだというものをつ

くって、やっぱり、１回つくれば４０年、５０年持たせなければならないから。 

 ぜひ、そんな形で考えていくべきでないのかなというふうに思いますが。 

 これは村長と同じ考えだと思うのですが、その点いかがなものでしょうか。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） ゲートボールで端発して、あそこの場所の話なので、ちょっと広

がりすぎて、今、私はまとまった答弁、その程度のやわらかいものを言っていたというこ

ういうことですので、ここでそのことの中身どんどんという気はちょっとありませんし、

ちょっと違うのは、福祉サイドにもってくる構想になると、では先ほど言っていた多目的

がどうなのかという整理もまた、逆にいろいろ出てくるものですから、その辺は内部的に

もちょっと整理しなければいけないなというふうに、教育長の方の体育施設という考え方

になると、その辺の調整もまたちょっと必要なものですから。 

 これ以上ちょっと入りこんで、どうだこうだ、それが何が使うだとか、そういうことま

ではちょっと今ここの場では論議できないなと思って聞いておりましたので、ちょっと議

長の方のあれを伺っていました。 

 そのことも含めてやはり、基本どこがどういうふうにするのかということが、もう一度

定まらないと、今黒田議員の広げた多目的どうだとかというところまでのやりとりはちょ

っとできないかなというふうに思いますので。 

 もし教育委員会の方が多目的のことだとか、福祉と割らなければいけないだとか、意見

のあるところなのです。実は内部的にも。 

 それでこの辺で、ちょっとこの問題については、やりとりどうかなというふうに思いま

したので。１個１個のことはちょっと難しいかなというふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 暫時休憩をしたいと思います。 

 残り時間、あと２３分ありますので、午後からにしていただきたいなと思います。 

 １時まで暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後１２時００分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） それでは、１時になりましたので、休憩前に引き続き会議を開き
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たいと思います。 

 ５番黒田議員の一般質問を続けます。 

 午前中にいろいろ、ゲートボール場の建設についての質問がありましたが、老人クラブ

のあり方についてということになると、ちょっと範囲が広がり過ぎますので、そのことに

ついての討論、それから、やりとりというのはちょっと控えていただきたいというふうに

思います。 

 それでは、５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 議長から今お話ありましたが、私は何もそこまで、今回、村長に

発言をし、論議していこうという気は一切ございません。 

 基本的な部分で確認をしたいですし、そのことがなかなか理解できないということでし

てきたのですが、まだ時間はありますので。 

 それで、まず論議を通じて、私の言ったことも理解された部分もあるでしょうし、村長

言うこともわかるところもあるのですが。 

 それで、何点か確認したいのですが、先ほどもちょっと言いましたけども、やはりいろ

んな団体と改めてというかな、懇談したいということもさっき、コンクリートでないので

という意見もありましたので。からしますと、想定するところは、多目的にということで

すから、教育関係団体になるのかな。 

 あるいはまた、老人クラブ、ゲートボール協会ということが主な関係団体なのかなとい

うふうに思っているのですが、その辺の意見を聞きながら描いていきたいということで、

私は村長の気持ち理解できるのですが、いつから懇談されるのか。ということで、今年な

のか来年なのか、もっと近くなって３年後から始めるのか。 

 その辺、ちょっと確認させてください。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） 一つちょっと、捉え方が違うので、まずそれちょっとお話させて

いただくと、私の出発はまず、老人関係戻したいということで、先ほどもちょっとかみ合

わないので、午前中も言いましたように、そこがスポーツ、あの場所になることでどうか。

スポーツとしてなることがどうかというところ、ちょっと戻しますので。 

 まず、老人クラブ関係から複合的な話をさせてもらうということを答弁していますので、

そのことの確認を一つしておきたいと思います。 

 そのことはもうしょっちゅうお会いもしますし、まず、どういった形で話が進めれるか

は、早急にまず、老人クラブ連合会にお話をして、その手順については、先ほど提案のあ

った形がいいのか、それぞれの会長さんというのですか、もう連合に入っていますので、

それでやるかはちょっと今意見聞いてやりたいと思いますし、そのことはまずすぐやりた

いというふうに思います。 

 それで、いろんな角度の検討は内部検討の話もしていましたので、そのことと並行して、

ではあの場所のときに多目的が可能かどうかの整理までしていませんので。 

 今、場所も決まらないで多目的の答弁をさせていただいたので、そこは段階的にその判

断をしていきたいと、こういうふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 今、老人クラブの話が出ましたが、では、ゲートボール協会はど

ういう意見の聞く、聞かないのか、聞く気持ちは僕はあるのでないかと思うのですけど、

その辺はいかがですか。 
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○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） 基本的な部分で言うと、ゲートボール場はどこかにやろうという

ことはもう、何というか、確認済みと思っているものですから。 

 さっき言ったように、保育所跡も含めた話として出発していますので、それは話の段階

では、では、次、どこというときに、第二段で、多分お話することが一番、一番二番と言

えば二番手ぐらいになるかなというふうに理解していただければと思います。 

 まずは、総合的な、私のボワーっとしたプランですけども、それをもう一度説明をし、

そうなった場合にどうなのかということが固まらないと次の段階行かないというふうに思

っていますので、そんなふうに捉えていただければと思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） その時期的なことは、今年度中なのか来年度中なのか、一言お答

えいただきたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） まず、老人クラブとの話し合いについては、すぐやりたいと思い

ます。 

 それから、段階、内部的にも検討の順序を置いて、できるだけ詰めてやっていきたいと

いうふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） わかりました。 

 それで、次、私質問しているのは、まちづくり計画の実施計画に、事業費規模について

伺いますということで、答弁では多目的施設としての用途変更により大きく異なるものと

考えていると。当然そういうことになるのですが、実施計画ということになれば、それな

りの規模だとか事業費とかって、今、調整しながら実施計画には具体的に、そこまで載っ

てくると思うのですが、その登載の関係はどういうふうに理解して、今、調整されている

のか。 

 ちょっと聞きたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 火山副村長。 

○○○○副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君） 今の段階で申し訳ないのですが、またさっきの話に戻ってしま

いますが、基本設計や実施設計、それと今、村長がお答えしたような施設の目的だとかに

よって、今の段階で額を申し上げることは、ちょっと現実的ではございません。 

 お答えしているように、多目的とすれば、どういう種目なりどういう内容とするのか。 

 そういったものによってかなり構造も変えなければならない場合もありますし、ゲート

ボールやるとすれば、そのために基盤どうするだとか、いろんなこと詰めていかなければ

ならないので、今の段階でも、ざっくり言うと、またそのときに言ったみたいな話になる

ので、これはもうちょっと確実性を持ってからお答えをさせていただいた方がいいかなと

思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） さっきからの論議の中でそのことは理解できますが、当然実施計

画の段階で、今、私が言いましたことについては最低限計上しなければならないことだと

思うのです。 

 とすれば、載らないで項目だけ実施計画に載るのでしょうか。 

 お答えをいただきたいと思います。 
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○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 火山副村長。 

○○○○副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君） 実施計画は２６年から２９年でございますので。 

 それ以降の分が、先ほど申し上げていますように、３０年からになります。 

 ２９年に載せるのは、基本計画と実施計画の設計費でございますので、この金額は２９

年度の計画書に登載をさせたいというふうに思っております。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 実施計画、３０年からは入らないということですよね。 

 大体ボヤっとわかりました。 

 いずれにしても、言ったように、この関係については平成１５年から論じてきておられ

まして、今回、私は質問初めてですけども、今までの論議を精査する中で確認させていた

だいてということで、先ほど来、論議する中で、２９年度、基本設計と実施設計をやって、

翌年の３０年度建設に向けてとやっていくよということではっきり答弁あったのですが。 

 いずれにしても、多額の経費をかけてということなのですが、その関係については、さ

っきから議論しているように、やっぱり多くの団体とか意見を聞く中で、やっぱり将来に

汚点の残らない形でみんなが利用しやすいような、やっぱり施設に私はしていくべきでな

いかと思うのです。 

 その辺、執行者として、みんなの気持ちもそれぞれだと思いますけども、そんなものを

くみ上げていくことによって、また新たな発想というのかな、またいい発想する中で、い

い施設がよりできあがるだろうということも私もわかりますので。 

 本来ですと、２６年、教育長そういうふうにやりたいということで、遅れても２７年ぐ

らいかなと思ったのですけども、さらにまた、いろんなことがあって２９年にやりたいと

いうことですから。 

 これ、２、３年置いておいたらまたその年度にきてしまうので、それまで時間あります

ので、今年度、来年度に向けて、今お話したようなことで、ぜひ、みんなも、住民も関心

持っていることなので、ぜひ、論議を含めて、将来の施設に向けて、本当にいい施設だっ

たなという形で、私は執行者として頑張っていただきたいというふうに思います。 

 最後に一言だけ、その総論、私話しましたけども、一言お答えをいただいて私の質問を

終わりたいというふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） まさにそういうことで、体育施設としてという答弁もさせていた

だきました。 

 ただ、先ほど言いましたように、戻ることで、そこへいくかどうかということもちょっ

とありますけども、ご意見のとおり、本当に、言い方おかしいですけど、夏場は外が使え

る。他のスポーツどうかということだとか、いろんなことがからむものですから、できる

だけ中身を充実すれば、それだけ利用していただけるということは安いものになると、こ

ういうことも十分わかっておりますので。 

 ただ、限界はあると思いますけども、ご意見のように、段階踏んで、いろんな意見をい

ただいて、いい施設にすることについては全く同意見ですので。 

 お答えさせていただきます。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） よろしいですか。それでは、これで５番黒田議員の一般質問を終

わります。 

 続いて、６番男澤議員。 
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○○○○６番６番６番６番（（（（男澤秋子男澤秋子男澤秋子男澤秋子君）君）君）君） それでは、質問をさせていただきます。 

行政区や公園の児童遊具について、質問をさせていただきます。 

本村には、児童遊具が多くの行政区の広場や公園に設置されています。 

数十年前は、子どもたちがその遊具で遊ぶ姿が多く見られました。 

しかし、近年は少子化の影響もあり遊ぶ姿を見かけることが少なくなりました。 

遊ぶことが少なくなった要因として、子育て世代のライフスタイルの変化で、夫婦共働

きの世帯が多く子供と一緒に外で遊ぶ時間が少なくなったことや、低年齢から習いごと、

ゲーム機など、室内で遊ぶ子どもの環境の変化が考えられます。 

本村の遊具には設置から数十年が経過して色があせたり、興味の持てないものもあると

思います。 

そこで、利用の少ない児童遊具の見直しが必要と考えます。 

本村においては、第４次行政改革大綱で見直しの計画があり、その事業が進められてい

ると思います。 

今年度は、調査研究を行うこととあります。 

そこで調査研究の状況と今後の方針について。 

また、道の駅の声として遊具の拡充の希望があります。 

それに対するお考えをお尋ねいたします。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） 行政区や公園の児童遊具についてでありますが、ご質問のとおり、

近年遊具を利用する親子の姿を見ることが少なくなっており、特に、行政区の公園、広場

に設置している児童遊具について、昔のように子どもたちの遊ぶ姿が見られなく、残念な

思いをしているところです。 

また、公園などの管理自体は行政区の皆さんが行っているところですが、遊具や公園自

体の利用が少ないことから、行政区において管理が行き届いていないところもあり、その

取扱いについて課題となっております。 

こうした状況から、村の第４次行政改革大綱実施計画の中で、児童公園の見直しについ

て、平成２５年度に調査研究、平成２６年度に方針決定と目標を定めているところであり

ます。 

ご質問の調査研究の状況についてですが、児童遊具については、利用が始まる春先に、

各課において点検を行い、安全を確認するとともに、周辺状況について確認しております。 

また、夏場において利用状況、管理状況を調査しているところであります。 

その結果、どの行政区においても、程度の違いがありますが利用状況は極めて少なく、

公園自体の管理においても行き届いていない状況にあることから、遊具の設置や管理のあ

り方について、今後行政区と相談させていただきたいと考えております。 

次に、道の駅の遊具拡充についてのご意見ですが、道の駅の新たな魅力づくりを目指し

て、今後具体的検討や関係者との協議に取組んでまいりたいと考えております。 

来場者のための視点にとどまらず、村民の憩いの場としての整備についても、一つの課

題として位置付けしてまいります。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ６番男澤議員。 

○○○○６番（男６番（男６番（男６番（男澤秋子君）澤秋子君）澤秋子君）澤秋子君） 計画通りに、今年は行政区の遊具について状況を確認したという

ことでありまして、そのことにおいては、あまり使われていない状況にありますし、管理

も十分でないという報告がありましたけれども、私も実はそのことを一般質問にあたり、
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その状況を確認してまいりました。 

 それによりますと、やはり先ほども言いましたように、管理が十分でなかったり利用が

少ないという状況が本当に見られました。 

 特に北１区の公園などは、もう使える状況にないと。 

 鉄棒は折れ曲がっていましたし、ブランコについても、木がちょっと生い茂っていて、

なかなか利用したいなという気持ちにはならないような状況になって、管理どころか使用

不能というようなことも私は感じられたものが何点かありますし、上札内の地域などでし

たら、利用が十分されているのかなと思うようなことが考えられました。 

 鉄棒においては、ちょっとペンキが剥がれているというようなことがありましたけれど

も、管理も十分に行き届いていたり、利用していると、遊具が光っているのですよね。 

 錆びていないというか、そういう状況がありますので見てわかったのですけれども、そ

の中で特徴的だったのが、子ども用システム滑り台ということで、これは平成１２年に一

斉に何カ所かに設置したというように、私、資料を見ますとわかるのですけれども、あの

一体化された滑り台、プラスチックか何かでできているのですけども。 

 あの滑り台については、４カ所ぐらい設置されていましたけれども、あの滑り台という

か、システム滑り台ですね。あれについてはほとんどの行政区では使われていないという

ような感じを受けましたけれども、そのことについてはどう検証の中で捉えたのかなとい

うことが一つと、それとあと、東公園について。 

 児童館の前にある公園なのですけれども、あそこの道具は、２４年度に新しい、木のジ

ャングルジムですとかターザンロープなどは設置されて、新しいものが加わったというこ

ともあって、利用も多いのかなということが思われましたけれども、あそこにある遊具と

いおうか、遊び場の一つとして池を溜めた、水遊びができるものがありますね。 

 あそこの管理が私は、行政ではなく村がやるべきというように私は思っているのですけ

れども。 

 あの水の状態が、池の状態が非常に不衛生だなと。藻が生えていたり、これからですと

落葉が溜まります。 

 そうすると、水の流れが滞ったりスムーズでないというようなことが感じ取りましたけ

れども、そんなことを感じたのですけども、いろいろ検証をしたと、研究をしたというこ

との中で、私が感じた点以外で何か特徴的なことを感じたら教えていただきたいのと、今

後においても、そういうようなことを調査した上で、これからは行政の住民との懇談に移

るのではないかなと思いますけれども、そういった中で、使われている頻度ばかりでなく

て、これからの行政の住民がどういう形になって変わっていくのかなということも考えた

上でやっていかなければいけないというように思っておりますけれども。 

 今、私が言った、私なりに点検した中での感想の以外に、そういう意見がありましたら

教えていただければと思います。 

 まずその点についてお願いします。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 岡田福祉課長。 

○○○○福祉課長（岡田好之君）福祉課長（岡田好之君）福祉課長（岡田好之君）福祉課長（岡田好之君） 具体的にご指摘のありました遊具の関係でございます。 

 子ども用のシステム滑り台でございます。 

 非常に、高さからいけば低い形で、そして、ジャングルジム的な登る、中に入っていっ

ても遊べれるという複合的なものでございます。 

 一見これは非常に安全で、安心できる遊具という形で、恐らく当時導入したものだと思



 - 35 - 

います。 

 ただ、やはり遊具につきましては、ある程度のおもしろさがないと利用がされないとい

うのも事実だと思います。 

 ですので、当時はそういう安全性を先に設置したものだなと思われておりますので、そ

の辺で利用者の方からしてみれば、ちょっと物足りない点を感じて、その意味で、その子

ども用システムの滑り台につきましては、利用が滞っているのかなと思っております。 

 それと、東公園の池の関係でございます。 

 これから秋になりまして、枯葉が落ちる状況になりますので、この辺のところは、社会

福祉協議会さんだとか、そこのところともちょっと話して、管理のほうを重点的にやって

いただきたいという形でやっていきたいと思います。 

 それと、特徴的なことを、私どものほうで見て特徴的なことはどうだということでござ

います。 

 遊具自体、やはり鉄棒なりシーソーなり利用されていないというのが明らかにわかるよ

うなところがあります。 

 その遊具だけでなくて、その広場自体が非常に管理が行き届いていないというところが

多々ございますので、その辺からまず問題があるなという形を、今、私どもが認識してい

るところでございます。以上でございます。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ６番男澤議員。 

○○○○６番（男澤秋子君）６番（男澤秋子君）６番（男澤秋子君）６番（男澤秋子君） 私、今回は遊具についてということで質問いたしましたので、そ

こを、公園というか、行政区の広場として皆さんが利用している場所の管理については、

行政区が責任を持ってやるということは基本でありますので、そういった指導もするべき

と思いますけれども、先ほど私が利用されていない状況を言いましたので、そういった滑

り台についても、全然利用されていなければ、やはり積極的に行政の方に、利用していな

いので撤去をしたらどうだということを勧める必要もあるのではないかと思います。 

 それで、このように、私が全然利用されていないこの子ども用システム滑り台は、平成

１２年度に設置したものは本当に全く利用されていないという状況だったのですけど、た

またまやっぱり、東公園にあるこのＦＲＰ遊具ということで、同じようにやっぱり一体化

された滑り台があります。 

 上札内の公民館の前の公園のところにもあります。そのような一体化された滑り台があ

りますけれども、あれは何か皆さん利用されているのかなと思って見てきたのですけれど

も、そのようにして、やはり同じようなシステム用の滑り台であっても、子どもたちが興

味の持てる、そういうものはやっぱりこれからも考えていく必要があるのではないかと思

いますけれども、このことについてはやはり、行政区の住民と相談した上でしていくこと

であって、私が今言ったことに対して、これからの住民との懇談の中で、そういうような

ことの進め方をしていただければいいのではないかなというように思っております。 

 それで、あともう１点、どこが管理しているのかわからないのでお聞きするのですけれ

ども、鉄道の線路跡地に、コミュニティ広場というところで、あそこにも何カ所かに遊具

が設置されております。 

 比較的行政区にあるような単純な遊具ではなくて、興味が持てるようなのがありますの

で、そういったところも調査をしたのか。 

 そして、その調査をした結果どうであったのかなということをちょっとお聞きいたしま

す。 
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○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 長澤施設課長。 

○○○○施設課長施設課長施設課長施設課長（（（（長澤則明長澤則明長澤則明長澤則明君）君）君）君） コミュニティ広場の管理は施設課の方になっておりまして、

毎年春の、コミュニティ広場にかかわらず、施設課で管理している公園等の遊具は、整備

台帳等、公園の整備点検台帳を見ながら、春、点検して、毎月都度不具合がないか等を点

検して歩いております。 

 その中で、利用状況ということでございますけども、大きなコンビネーション遊具等、

３７号から向こう側にはあるのですけども、以前なら子どももあの辺多かったときには盛

んに使われていましたけども、最近あの辺に小さな、小学生ぐらいの子どもが段々いなく

なったということであまり使われている状況ではないのかなというふうに思っておりま

す。 

 それと、めぐみ団地の横に砂場と小さい遊具があります。 

 あそこについては比較的低学年というか、小さい幼児の方とかというのが、母親と散歩

がてらきて、砂場で遊んだり滑り台に乗っているという状況で。 

 めぐみ団地等については、小さいお子さんもまだいらっしゃいますので、利用されてい

るというように思って、うちのほうでは現在把握しております。以上です。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 岡田福祉課長。 

○○○○福祉課長（岡田好之君）福祉課長（岡田好之君）福祉課長（岡田好之君）福祉課長（岡田好之君） その前に、上札内の公民館等の使われているような遊具、そ

ういう興味の持てる遊具に、今後更新する場合には、行政区との住民との意見を聞いて決

定してほしいというそういうご意見でございましたので、点検して撤去をするような場合、

また、更新するような場合については、行政区と相談させてやらせていただきたいと思い

ます。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ６番男澤議員。 

○○○○６番（男澤秋子君）６番（男澤秋子君）６番（男澤秋子君）６番（男澤秋子君） これからの方針については、多分そういうような、村だけの単独

の調査の結果だけで、それを撤去したり継続するということにはならないと思いますので、

そこら辺は、先ほども私が言いましたように、住民の方の意見、何を使われている状況な

どをしっかりと理解していただいて、そして進めるべきだと思います。 

 それとあと、線路跡地に置かれている、コミュニティ広場に置かれている遊具について

も、私も、ちょっと今年は雨が多かったので、遊んでいる状況などを確認するのがなかな

か難しかったのですけれども、近年に設置したということで、今まで行政区で置かれた遊

具よりもはるかに興味の持てる遊具だったので、利用状況があるのではないかと思ってい

ましたけれども、ただ、あそこはやはり、木がたくさん茂っているということで、子ども

たちの遊具の遊び場だけではなくて、大人も散歩道として使われている状況がありますの

で、これからもそのことを踏まえて、遊具について整理をしていったり、使われていない

もの、古くなったものについては、整理をしていった方がいいのではないかというように

思います。 

 このことについては、今年がこうだから、来年は住民の方、今年中に住民の方とお話を

持って、そして来年に方針を決めるという形で進んでいくのか。 

 ちょっと確認させてください。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 岡田福祉課長。 

○○○○福祉課長（岡田好之君）福祉課長（岡田好之君）福祉課長（岡田好之君）福祉課長（岡田好之君） できれば今年中にという、今回の点検の結果も踏まえまして、

今年中にお話はさせていただきたいとは思っておりますけれども、今年、来年、それぞれ

各行政区の中でも思いがちょっとそれぞれ、熱し方がちょっとありますので、ある程度時
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間をいただいて、お話し合いをさせていただきたいと思っております。以上です。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ６番男澤議員。 

○○○○６番６番６番６番（男澤秋子君）（男澤秋子君）（男澤秋子君）（男澤秋子君） 時間をかけるということも必要かなというように思います。 

 たまたまやはり、私が２区に住んでいますので、２区の公園の状況などを見ますと、去

年は一生懸命、あそこの公園のブランコですとかシーソーなどを使っていた人がいたので

すよね。定期的に利用していた人がいたのですけども、今年は利用がされていないという

ことは、やはりその利用していた人たちが、たまたまやっぱり、奥さんも働くという状況

になったり、そこに、あそこは団地がありますので、団地に住んでいる方たちのそういう

ような共稼ぎになったり、そこからちょっと違うところに移ったりということで、子ども

さんが少なくなったから利用ができなくなったという状況が年々変わるような状況もある

ので。 

 たまたまやはり、ほかの行政区もそうではないかなと思うのですけれども、その行政区

の今後の見通しというようなこともやっぱり想定できる部分があるので、そういったこと

も一応勘案する中で、ぜひ進めていってほしいなということをお願いいたします。 

 それで、来年度には方針を決定して、どういう状況になるかわかりませんけれども、そ

れで、行政区としては廃止の方向になったり、新しいものを求めているという声もあるよ

うで、あれば、やはり新たに遊具の施設をどこかに私は拠点として設置してもいいのでは

ないかなと。 

 子どもが楽しく遊べるような充実した遊具の場所、そこをやっぱり設けるべきではない

かと思います。 

 やはり子どもは、遊びながら成長するという部分が大変大きくあると私は考えておりま

して、それによって、遊びからいろいろなことを学ぶというようなことが重要だと思って

おりますので。 

 行政区がいらないから止めましたというだけではなくて、新たな拠点を設けることが必

要ではないかと思います。 

 それで、実は道の駅がその拠点となるのが私は最適でないかなと思って、以前にちょっ

と、道の駅の周辺に遊具がもう少し、今は１個あります。その遊具はもう少しあったらい

いよねという話も私はちょくちょく聞いていたものですから。 

 そういう拠点として、道の駅のどこかにそれを設けてはどうかなということで私は伺っ

たところなのですけれども、先ほどの答弁によりますと、これからの魅力づくりを含めて、

村民の憩いの場も含めて、あそこら一体を整備したいというようなことも言われておりま

すので。 

 そんな中で、ぜひ、遊具の設置についても私は考えていただければなと思いますので。 

 その考えがあるのかどうか、もう一度お聞かせください。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） 行政区の公園の関係、特に聞かれていませんけど、１２年ごろ、

実は私が担当しておりましたので、そのときのことを思い出しながら今、ご質問聞いてい

いました。 

 当然、そのころも、小さいお子さんがいて、行政区で管理していたのが、今の生活が変

わるということもあったのでしょうし、高齢化になって子どもさんは学校や何かに行って、

その地区は、極端に言うと遊具もいらないというようなことで、例を挙げますと、南１区

あたりは返上がされました。 
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 また、それから十何年経って、今のようなことがあるのかなというふうに思って、一つ

はいますので、十分聞いて、ちょっと、では要望に全部応えていけるのかどうなのかとい

うことについては、どちらかというと、今、この後答弁しますけど、拠点設ければ、本当

に小さくてといったら失礼なのですけど、大きいものは大変高くて長く持ちます。 

 ということが本当に、先を見てというさっきのお話ありましたから、その辺は、場合に

よってはないとは言いませんけども、ただ置いているような状況になるようであれば、そ

れはやっぱり話し合いでどうなのかなということも理解もいただくことが必要かなという

ふうに思って、先ほどのちょっとご意見聞いていました。 

 もう一つは、道の駅、後ほど、知本議員からも道の駅全般の話の中で、タブって触れる

かなと思っていたのですけど、この発想は、ちょっと戻りますと、地域の遊具という話も

ありましたけども、実は毎年、私は職員との懇談会、階層別とか課別とかいろいろ毎年い

ろんなやり方をして、特にその中で出されたのが、子育て世代の職員から、中札内にこう

いうものがあったらいいなというようなことのやりとりの中で、例えば、更別のパークゴ

ルフ場にあるところへ、休みの日は行っていますよとか、あるいは、清流の里ですか。 

 帯広行くところへ行っているのだと。 

 私としては、あまりそういう世代でなかったものですから、東公園なんかもあるしとい

うことで、行政区にないような遊具については、そんなようなことなのかなというふうに、

いろいろやりとりする中で、やはり夫婦で出かけて、そうかといえ、お金ばかり使ってい

るわけにもいかないので、そういうところを子ども連れていって、十分コミュニケーショ

ンとうか、親子のことやら、そういう遊具を使って遊べる場所がやはり中札内はないとい

うような、こんな意見から、道の駅に特定していたわけではなくて、それであれば、いろ

いろそういったやりとりの中で、逆論法で言えば、ちょっと知本議員の方に入りますけど、

道の駅にそういう方が来て、長く滞在してくれているということは、お金も使ってくれる

なと。 

 そして、何カ所も村としてもできないとすれば、今回、とりあえずは政策的なものを引

っ込めましたけども、そこに兼ねて、村民向けと外からも兼ねてやりたいということで今

詰めておりますので。 

 そういうものがどういうものなのかということは、ちょっと、今検討の最中ですけども、

少し頑張ってお金もかけながら、そういう拠点にしたいというこういう考え方でございま

す。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） よろしいですか。６番男澤議員。 

○○○○６番（男澤秋子君）６番（男澤秋子君）６番（男澤秋子君）６番（男澤秋子君） 私は最終的に、道の駅にはやはりそういうものがあると。 

 興味の持てる遊具があると。 

 やはり村内だけではなく、村外からも来ていただいて、長く滞在していただけることで

経済効果があることでぜひ進めていきたいということを私これから伺おうと思っていたの

で、答弁いただいたのですけれども、私もそのように思っておりまして、たまたま、今、

皆さんがというか、子育て世代の人たちがどういう遊具を求めているのかなというような

ことをちょっと聞いたりなんかをしましたら、やはり本当にブランコやシーソーではなく

て、今、音更にあるふわふわドームみたいに、飛び跳ねたりなんかする、あれはすごく人

気があったりして、先ほど村長も言いました帯広の方の北高の西側になりますね。 

 あそこの遊園地は本当に皆さんが各地から、本当に、帯広市内の人たちだけではなくて、

先ほど村長が言いましたように、この中札内村からもわざわざあそこに遊びに行くという
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ような状況があるというように私も聞きましたので。 

 そして、たまたまやっぱり、イベントだけにそのようなふわふわな膨らまして遊べるよ

うな道具が今、イベントをするたびに貸してもらえる場所があるのですよね。 

 たまたま、８月の３１日、９月の１日で本別でイベントがあったときに、そのような空

気で膨らませて遊ぶ道具を、その日のイベントだけに借りて、そして、子どもたちに楽し

んでもらったというのが、たまたま新聞に出ていたのですけども、そのようにして、やは

り固定して添えるというか、設置するということも何箇所はあってもいいかと思いますけ

れども、何かやはり、イベントのときとか、何かちょっと、夏休み期間中だとか、そうい

うときにこういうような、借りて、一時的に設置するというようなことも私は考えてもい

いのではないかと思って、これは提案なのですけどもね。 

 そういうような進め方で、遊具全部を充実したものを道の駅に全部揃えれというような

ことではなくて、そういうような臨機応変、これからの遊具についても考えていく方がい

いのではないかなと思って、提案方々、今後の進め方について申しましたけども、それに

対するご意見があればお聞かせいただければと思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） それこそ知本議員の方の活性化にも、ソフト面になるものですか

ら。 

 今ちょっと課長にも聞いて、うちではそういうのをイベントではやっていないのです。 

 またここでどうこうでなくて、道の駅の方のイベントにかかわる方もいますし、財政的

なこともありますので。 

 遊具の延長上の一つとして、そういうふうにスポットなり期間集中という大変なるほど

なというようなご意見いただきましたので、十分検討に値しますので、この後また、いろ

んな方のご意見と、借りたらどれぐらいで、どれぐらい置いたらいくらになるとか、そう

いうこともあるものですから、そんなことも含めて、プラス先ほどの固定といいましょう

か、の遊具についても、来年に向けて検討してまいりたいと、こういうふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ６番男澤議員。 

○○○○６番（男澤秋子君）６番（男澤秋子君）６番（男澤秋子君）６番（男澤秋子君） 提言なり私の希望というか、ある程度固定したものも置いてほし

いということで、来年度に向けて、そのことを検討していただけるということなので。 

 ただ、整理をして縮小して終わりということではなく、このような方向で進めていただ

ければなと思います。 

 この後の知本議員の道の駅の活性化に伴ういろいろな質問があるかと思いますので、私

の質問はこれで終わらせていただきます。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） それでは、これで男澤議員の一般質問を終わります。 

 次に、３番知本議員。 

○○○○３番３番３番３番（（（（知本正幸知本正幸知本正幸知本正幸君）君）君）君） それでは最後、道の駅の魅力向上についてということで、１点質

問をさせていただきます。 

村長は３期目立起にあたりまして、３３項目の公約を打ち出しましたが、その一つとし

て道の駅の魅力向上を挙げております。 

当選後の第２回臨時会補正予算案審議の中で、村長は当選後、出店者等との懇談を行っ

て、非常に良い意見や課題もあることから、来年度に向けて整理をしたいと述べて、今年

度の政策予算には反映せず、来年度整備する旨の発言がありました。 

道の駅は現在、年間７０万人前後の利用客があって、全道的にも高い評価を得ておりま
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す。 

中札内観光の拠点施設として大変重要な役割を果たしておりますが、さらに機能向上の

ため常に利用者の意向を把握しながら、改善・改修を図る必要があると思っております。 

そういう面で、村長の公約であります道の駅の魅力向上については、これらの取組みに

ついては理解をしているところでありますが、ただ、プロセスとして、私は関係者だけの

意見を聞くのではなくて、利用者あるいは専門家など、より多くの方から意見を聞いて検

討する組織、これを少し時間をかけて総合的に検討していく必要があるのではないかとい

うふうに思っておりますので、そこら辺の考え方について、村長の見解を伺いたいと思い

ます。 

また、村が進めようとしている来年度の整備内容及びスケジュール、周辺観光施設との

連携、街なかへの誘導対策、周辺の遊休村有地の利活用の考え方についても併せて伺いた

いと思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） 道の駅の魅力向上についてでありますが、道の駅の役割は「休憩

機能」「情報発信機能」「地域の連携機能」の三つといわれ、各地域で整備されてきていま

すが、今ではその機能を超え「地域を豊かにする道の駅」として農水産物の直売所、地産

地消レストランの設置など多面的な役割を担い、「道の駅なかさつない」も心地よい休憩施

設、安全・安心な農畜産物及び加工品の提供などにより、来場者のニーズを捉え、賑わい

のある拠点となっております。 

こうした状況を呈しているのは、テナント会や指定管理者である商工会の努力に加え、

商品メニューの創意工夫、道の駅フェア・花フェスタなど、イベントとの相乗効果も大き

な影響を与えているものと考えております。 

立起にあたっての公約のひとつ、「道の駅の魅力向上」につきましては、「地域を豊かに

する道の駅」としてワンランクアップを目指して好調な現状に甘えることなく、来場者の

さまざまな意向を捉え、何度でも訪れてもらえる魅力的な施設を目指してまいりたいと考

えております。 

ご質問の１点目の多くの意見を聞き、組織を立ち上げ、時間をかけ、総合的に検討すべ

きについてでありますが、私も急いで結論を出すものとは考えておらず、関係者との協議

にとどまらず、アンケートなどによる来場者のニーズ分析、満足度の高いとされている道

内の道の駅の調査や、北海道開発局などが沿道環境の魅力向上を研究している機関と連携

を図りながら、十分時間をかけて取組んでまいりたいと考えております。 

２点目の来年度の整備内容及びスケジュールについてでありますが、整備内容はソフト

面の充実とハード面の整備があると考えており、ソフト面については随時必要な改善に取

組んでまいります。 

まず、第一は「ホスピタリティの向上」で、道の駅の魅力として産品を通して地域を知

っていただくため、中札内村の魅力を丁寧に伝える「おもてなしの心」をこれまで以上に

大切にしたいと考えております。 

次に、情報発信の向上として、村内には多くの旅行客が訪れる民間の観光施設が複数あ

りますので、道の駅はそれら情報を共有し、提供できる「地域観光の拠点機能」を持つ施

設として、また、南十勝など周辺地域を含めた観光情報の提供及び村内外の観光モデルル

ートの提案などの機能向上を図ってまいりたいと考えております。 

ハード面につきましては、休憩機能の魅力向上として、遊具の設置などが考えられます
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が、魅力ある緑地と安らぎを与えている景観を損なわないような配慮が必要であり、今後、

さまざまな視点で整備の在り方を検討してまいりたいと考えております。 

また、周辺観光施設との連携、まちなかへの誘導対策につきましては、前段申し上げた

情報発信の向上・観光モデルルート対策に加え、道の駅の魅力向上の視点にとどまらず、「ま

ちなかにぎわい対策」の視点の中で総合的に検討すべき課題と考えております。 

周辺遊休村有地の利活用につきましては、現在の施設の一体感や近隣居住者の意向、ま

た、新規の開業計画も継続しており、十分時間をかけて検討してまいります。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ３番知本議員。 

○○○○３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君） それでは、再質問させていただきます。 

 質問書にも書いておりますけども、前回の臨時会で、村長の答弁としまして、当初、道

の駅に長く滞在してもらうために遊具の設置を検討していたけど、出店者、テナント会で

すかね、懇談の中で、非常によい意見や課題もあったことから、今回は先送りしたと。 

 来年度、整備をしたい旨の発言をしております。 

 まず、具体的にこの懇談の中で、どのような意見が出されたのか、課題が出てきたのか、

そこら辺についてまずお聞きしたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） 遊具の話はこちらからそういうふうに思っているということで、

その場でも話させていただきました。 

 反対ということではなくて、どういった遊具がいいのか十分考えたらどうかという意見

もありましたし、そのほかにも、ちょっと、今多分やらないと思いますが、要望というか

意見としてドッグランがどうだとか、それぞれ出店者やら関係者も持っている案があって、

その整理に時間、総体的にいる、あるいは、あそこの場所ばかりでなくて、周遊の関係と

かいろんなことが随分出てまいりました。 

 プラス、緊急でやらせていただきましたトイレのことだとか、そういうことがありまし

たので、全体のそういった整備についてはもう少し時間をかけて、それこそいろんな意見

があるところでやるがために、あるなということを感じましたので、そういうことで言わ

せていただきました。 

 それらを整理して、全部をチェックしてやるかどうかまではちょっと判断、その時点で

はしておりませんので、どの程度の規模にするかということは、未だにちょっと検討、ど

こまで、全部、何と言うのですか、分解してやるかどうかというところまでちょっと判断

しておりませんけども、そういったことで何点か、意見の中であるなということを感じた

ものですから、少し先延ばし。 

 それと、工事の時期を考えますと、その時点で秋にやるということか年明けて新年度の

早いうちにやるかというような、こんなことで、時期的にはそうロスがないなというよう

なこんな判断も含めて延ばさせていただきました。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ３番知本議員。 

○○○○３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君） わかりました。 

 それで、最初の質問で、これからの進め方というのかな、はっきりした形の答弁されて

いませんよね。 

 どういった組織を立てて検討していくのか、あるいは内部だけで検討するのか、そこら

辺についてお聞きしたいなと思っていたのですけども。 

 村長の言う、先ほど言ったように、魅力の向上という面では多いに私も賛成です。 



 - 42 - 

 過去、今年の予算委員会も去年も、道の駅に対して、リニューアルも含めたり、ドッグ

ランもどうだとか、そこら辺の質問をさせていただきました。 

 今年の予算審議の中でも、同僚議員の中から、多目的広場が必要だとか、そういう意見

も出ていて、村長の公約として、それも一つとして公約に出てきたのかなというふうにも

私は理解をしておりました。 

 結果的に、総合的に、単なる遊具だけでなくて、あそこ全体をどうしようという意味で

は、単純に、この間の臨時会で政策予算なんか出てくる問題でもないし、おそらく来年の

予算でも私は無理かなと。 

 もっといろんな意見を聞いて、総合的に進めるためには、半年あるいは１年はかかるの

だろうなというふうに理解していましたけども。 

 先ほど来、遊具の話も出ておりました。 

 私は遊具はどうこうということではないのです。 

 問題は進め方の問題なのですけども、もっと多くの人を聞くために、専門家の人に調査

なりいろんな全国的な調査もあるでしょうし、道の駅のあり方ですね。 

 先ほど出ていたように、村の人も利用する、楽しめる、そういう場をするとすれば、単

なる遊具一つとかそういう問題ではないと思うのですね。 

 やはりあそこをどうしていくかという面で、非常に私個人としては、道の駅、非常に狭

苦しいというイメージ、私は持っています。 

 ですから、イベント、テント市、海産物の即売会というのかな、刑務所の作品展とかそ

ういうのをやっていても、なかなか行きづらいというか、村の人も駐車場狭いし混んでい

るのでないという、そんなレベルで考えているのかなと私は思っているのですけども。 

 それはそれで私は大変結構なことだと思うのです。 

 ああやって村の農畜産物の販売、あるいは海産物等の販売、相乗効果があって非常にい

いことだと思いますので、常設ではないけど、週末はずっとああいう形でやってくれたら、

より盛り上がるかなというふうに思っておりましたけども。 

 それでちょっと質問なのですけども、例えば、ああやって臨時的にテント市みたいの、

どこかの漁協がやっているのかな、厚岸だか。 

 ほかのそういう組織というか、個人ででも臨時的にやりたいのだと言えば、村として申

請して許可しているのかな。 

 そういったことになるのか、そこら辺の手続き的な問題と、あと、今まで常設の店あり

ますけども、私もやってみたいということだけど、村に言ったら断られたというか。 

 確かにスペースの問題あるし、バッティングの問題もあるから、難しい面もあると思う

のですけども、そこら辺の整理の仕方というかな、そういうのどういう考え方で進めてい

るのかなということで、まず質問したいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 阿部産業課長。 

○○○○産業課長産業課長産業課長産業課長（（（（阿部雅行阿部雅行阿部雅行阿部雅行君）君）君）君） 道の駅の利用についてですけども、公共的なものにつきまし

ては、中札内村に対して使用許可申請を出していただきまして、指定管理者である商工会

を通じて許可を出しております。 

 その許可につきましては、行政財産の使用許可という形で行っています。 

 後半おっしゃられていました個人的な形で物販したいのだということにつきましては、

道の駅につきましては、スペースが限られていますので、そこで使えないという形で断っ

てきております。 
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 ただ、今、花水山の国道側ですね。あそこに一応スペースがありますので、可能なとき

はあそこを利用するような形になると思います。 

 今は、ピータン農園及びフットワークの会等が利用してございます。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ３番知本議員。 

○○○○３番（知３番（知３番（知３番（知本正幸君）本正幸君）本正幸君）本正幸君） 村の行政財産、普通財産か。に基づいて申請上げて許可をしてい

るということであれば、それに基づく使用料というのかな、もらっているのかな。 

 それと、テナント料というのかな。確か三百何十万村に入ってきていますけども、そこ

ら辺のテナント料の算定の仕方、村の使用料。 

 そこら辺、参考にちょっと聞かせてほしいのですけど、どんなような考え方でお金をい

ただいているのかということ。そこら辺どうなのでしょうか。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 阿部産業課長。 

○○○○産業課長（阿部雅行君）産業課長（阿部雅行君）産業課長（阿部雅行君）産業課長（阿部雅行君） まず最初にテナント会の方につきましては、面積に応じて使

用料を算出しております。 

 そのほかに、電気料、水道料等プラス実費代になってございます。 

 光熱水費につきましては、一度村の方でまとめて支出しておりますので、そのような形

になっております。 

 あと、臨時的なテントにつきましては、１張いくらという形で使用料をもらっておりま

す。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ３番知本議員。 

○○○○３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君） すごくいいことだと思うし、それ目当てに結構村の人も行ってい

るというかな、特に海産物なんかも珍しいですから。 

 そういう面では、逆に誘致するというか、そのぐらいのあれもあってもいいかなと。 

 週末必ずやっているとか、そういうのあった方がいいのかなと思っていますけど。 

 ただ、それするには非常に、芝生つぶれて前の駐車場も使えなくなったり、非常に狭い

ですよね。 

 イベントやるにしても、非常にわたわたやっている感じがしていますけども。 

 そういう面では、私はイベント広場的な、多目的広場というかな。 

 そういうのもぜひ必要かなというふうに思います。 

 確かにあそこは、グリーンが大変、芝生がきれいですし、いい木もあるので、あまりつ

ぶしたくはないのですけども、駐車場にしても、今、グリーンのまま駐車場できる、そう

いう工法というかな、そんなのもあちこち出てきていますし、やり方によってはやれるの

かなと思っていますから。 

 やはり駐車場の拡幅と合わせて、イベント広場、ぜひ検討していってほしいものだなと

いうふうに私は思っています。 

 そこら辺についてどのように考えているのか、まずお聞きいたします。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） 駐車場の問題はずっとそんなことで私も感じていますし、現場も

担当と何回も行って。 

 もとをただせば、想定、ああいう状態を想定しないで建物が建っていく、駐車場を触り

ながらきたということで、なかなか抜本的な解決がなくて、今、第２駐車場を持ってやっ

ているというのが、あの状況でなかなか行っていただけないというようなこんなことの課

題があることは十分わかっています。 
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 ただ、今初めて聞きましたけど、そうかといって広げるとすれば、今臨時でテント張っ

た方に、では、駐車場のことでいえば広げてどういう流れになるのかということも何回も

みんなで話し合いましたが、どうもどれもよくないというのと、あと、先ほど課長の方か

ら、出店の、そういうものを含めた多目的な場所をつくればというご提案だと思いますの

で。 

 ただ、集まって大変好評いただいているために、声がたくさんかかっている面も、お断

りしている面もあるのかなというふうに思いますし、その辺はちょっと、一つが売れれば

売れないとか、競合しなくても、一つ食べれば食べないとか、いろんな意見がこれまた、

定期的になると、多目的のところいつも開けていれば使えるのだってこうなると、その辺

の調整が大変、やはり現実には出るのかなということも思うものですから。 

 この辺は実際に指定管理やら出展者のご意見も必要な、今のところはちゃんと了解を得

て、トラブルもなく、スポットですから、逆に相乗効果あるというような評価もされてい

るかもしれません。 

 その辺のところはちょっと、意見交換してみないと何とも今、場所の問題もきついです

し、そういったことが本当に、中札内道の駅としてそっちが主になって、売れていってど

うだとか、そういうことも心配しないわけではないと、こんなことも、最初はこれだけと

いうことが段々広がって、競合するものも多分、海以外は割とやっぱり似たような地域と

いうのでしょうかね、そういうことで感じられるものですから、その辺の線引きはやっぱ

り必要かなということで、ちょっと意見交換の時間をいただければなというふうに、この

二つは思います。 

 あと、ちょっと、先ほど話をどういうふうに展開するのかということで、きちっとした

答弁にはなっていないのですけども、実は、ちょっとイメージしていたのは、じゃらんで

それぞれアンケートを取って、得点で、今８位から７位に上がったのですね。 

 そしたら、ジャンルごと、例えば情報発信だとかいろんなことで点数が付いています。 

 そして、私が思っていたのは、ソフト面も含めてなのですけど、特に悪い情報発信とト

イレというのが点数低いです。悪いというより低いです。 

 以外の物産だとかすごく飲食は高いということで、結果的に。 

 そういうところに補う意味で、ちょっと小さい話で申しわけないです。全部をさっき言

ったように、どうかなというよりも、そういう面を補ったり、先ほど、男澤議員とやりと

りした一部村民の憩いも兼ねた、そういうような程度をちょっと思っていたものですから、

どうも歯切れが悪くて申し訳ないですけど、これを今の多目的だとか広場とか、全部再整

備みたいなことになると、これはちょっとかなりの大ごと、ある建物は、さっき言ったよ

うに、なかなか解決策が、素人考えではどうなのかなというこう思っているところもある

ものですから。 

 さっきちょっと答弁の中で触れさせていただいたのは、寒地土木研究所というところが、

開発局の委託を受けて、道の駅の調査をして報告されたものもあるのですね。 

 その中に、調査された場所で中札内が入っているのです。 

 ただ、何カ所もやって、図はあるのです。ここがいいとか悪いとか。 

 それは見ることができるのですけども、その調査の中でどんなことが、具体的にどうで

どう言っているかということも実は聞いてみたいなということで、調査という言葉も使わ

せていただいたので。 

 少しその手法については、それと先ほど言った点数のいいところを見てくることも、非
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常に、その情報発信がいいところはではどうやってやっているのかということもちょっと

やってみたいということで、手法として思っていますので。 

 １回全部どこかにコンサルというところまでいくかどうかというのは、ちょっとその辺

を踏まえてやっていきたいというふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ちょっと休憩をさせてもらいますが。 

 そしたら、２０分まで休憩をしたいと思います。 

 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ２時０５分 

再開 午後 ２時２０分 

 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 皆さんお揃いですので、休憩前に引き続き会議を開きたいと思い

ます。 

 一般質問の続きを行います。 

 ３番知本議員。 

○○○○３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君） 先ほど、村長の答弁聞いていますと、私はもうちょっと違うふう

に捉えていたというか、コンサルまでもいかないでも、かなり大規模な改修、村長の公約

なんで、そこら辺まで考えているのかなというそんなイメージでずっときていましたので。 

 それであれば、いろんな人の意見をもっと聞いて、専門家の意見も聞いて、そういった

計画的な整備というかな、必要でないのかなというふうに思っていました。 

 ただ、やはり先ほど、遊具の話も単発的に来年考えているみたいな答弁書でもあります

けども、総合的に考えていくのであれば、やはり全体どうしようという画を描いた中で、

遊具を設置しなければ。 

 場所的な問題もありますから。 

 そこら辺十分検討するには、出店者との意見交換したと言っていますけども、やはり、

こんな言い方したら申し訳ないのだけど、出店者の努力でここまで来ているのですけども、

やはり、何と言うかな、利害関係いろいろあるので、先ほど村長言うように。 

 こっちあればこっちに困る部分も出てくるとかそういう話になっていくので。 

 やはりもっといろんな人の意見を聞く。 

 そして、村民の人も大いに利用してもらうには、いろんな人入ってもらった意見、組織

化した中での意見をまとめていくというのが一番いいのかなと思っています。 

 先ほど来の男澤議員の話にしても、やはり遊具一つとっても、更別の例を見ると、本当

の幼児対象の遊具が多いのですね。 

 本当に学校上がる前の子どもが来ています。 

 ちょっと話聞いていると、そうではなくもうちょっと上の小学生を対象にした遊具なの

かなというふうにさっき聞いていましたけど。 

 そういったいろんな層の意見もあると思うので、いろんな人の意見を、村の出店者だけ

でなく、当然出店者の声は大切でしょうけども、そうではない方、利用してもらうにはそ

ういう人たちの意見をたくさん聞く必要があるのかなというふうに思っています。 

 私もときどき聞くのは、水源地の村ですし、前もそういう話出ていたかと思うのですけ

ども、例えば、大規模な噴水あったらどうかとか、そういう多目的な広場でですね。 

 村民の人も暑いときに来て、くつろぐとか。 
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 そうなったら大規模な改修になるのでしょうけども、そういった画を描く必要がまずは

僕はあるのでないかなというふうに思います。 

 遊具一つ置いてそれで済む問題ではないような気がしますので。 

 あわてて遊具設置しないでもいいのかなというそんな気がしております。 

 最近、道の駅に関する雑誌を読みました。 

 これに関する本が出ていましたけども、「道の駅車中泊研究会」という組織なのですね。

全国的な組織あるのですね。 

 そこがアンケートやいろんな道の駅のあり方というかな、調査をした結果、有料でもい

いので、道の駅に車中泊専用のスペース、これがほしいという声がかなりあったというこ

とで、全国的に去年３カ所、試験的につくったらしいのですね。 

 私も１カ所、本州の方で１回泊まりました。 

 ちょっと一般の人と離れた場所に、１００ボルトの電源使えるのですね。 

 非常に便利というか、一般の人と離れているので、一般の人にも迷惑かけない。 

 確かに有料で１，０００円が施設管理料といったかな。 

 そんな形で有料なのですけども、やっている道の駅がありました。 

 そういった形で電源が取れるという面で、非常に効果的というか、全国的にもかなりア

ピールできると思うのですよね。 

 うちの道の駅、道の駅本来はドライバーの休憩施設という位置付けですよね。 

 宿泊は本来は認めていない。道内の道の駅でも宿泊は駄目と追い出されるのです道の駅

もありました。 

 うちの場合は暗黙のうちに認めているのかな。 

 大半の道の駅、多分そうだと思いますけれども。 

 そういう面では、きちっとスペースをつくって、ゆっくりあれしてもらうというのが一

番いいのかなと思っています。 

 うちの見ていても、２、３台何日も居座っている車もありますよね。 

 ああいうのも非常に、狭い駐車場でかなり問題だなと思って見ていたのですけども、そ

ういう面では、うちの道の駅、第２駐車場ありますよね。あそこ非常に静かだし、面積も

あるし、あそこを宿泊専用のスペースという看板を付けて、基本的には車中泊はこの前で

はやらない。第２駐車場よというそんな位置付けすれば、かなりの人来ると思います。 

 忠類の道の駅、キャンピングカーが随分止まっています。 

 あそこは確かに温泉があるから人気あるのですけども。 

 一方では、ごみの問題等、一般質問でも出ていたみたいで昨日の新聞出ていましたけど、

ごみの問題と発電機を使って電気を起こして車中泊しているのですね。 

 そうすると、一般の人が止まってもうるさい、騒音が。 

 そんなような苦情が出ているというふうにも聞いています。 

 実際そうなると思うので。 

 できれば、そういううちの第２駐車場をきちっとして、そういう道の駅の雑誌にでもち

ょっとあれすれば、かなり来ると思います。 

 車中泊するのが云々といろいろ問題もあるのでしょうけども、やっぱり村の活性化とい

う面ではかなりお金も落としてくれることも確かなのですよね。 

 そういう面では、積極的に受け入れる姿勢というかな、そんなのもあっていいのでない

かなというふうに思っていますので。 
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 それについては、ぜひ前向きに取組んでいただきたいなというふうに思っております。 

 最後に、今の関係は答弁いりませんけど、ぜひ検討していただきたいなと思います。 

 先ほどからも言っているように、もっと総合的に検討をということで言っているわけで

すけど、うまくいっているときこそ将来展望に立って、そういう長期的な視野で対応して

いくことが大切だと誰かが言っておりましたけども、もっと時間をかけて、長期的な視野

で、先ほど述べた地元の人が利用しやすい、大いに利用するような施設、そういった形で

もっていくにはやはり多くの人の意見を聞く。偏った意見ではなく、いろんな人の意見を

聞いて、総合的にやっぱり、私は検討していってほしいなというふうに思っていますので、

そこら辺の考え方について、再度村長のほうから伺いたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） 車中泊の話は始めて聞いたものですから、また、何か資料等も見

せていただければ大変ありがたいなと思っています。 

 目的とどうかということと、随分うちもシーズン泊っているなということを実感してい

ますので、そういう、何と言いましょうか、そういうことと結びつきやすい、中札内も道

の駅なのだなということを実感しているものですから、資料見せていただければと思いま

す。 

 あと、出発点がちょっと、知本議員の大きく、先ほどからちょっと違うのは、私は一度

大きく検討をして、あの場所を設置、もともと道の駅でなかったものから、あの中で工夫

をしてやって、物産だとか、一部中も改造してというようなことでやってきたものですか

ら。 

 何と言いましょうか、熟度としてはある程度あるというところから、先ほど言いました

ように足りないものを補うようなこういう発想をしてさっきから答弁しているところが、

知本議員の考え方と基本的なスタンスちょっと違うかなというふうに思っています。 

 ただ、こうやって具体的にいろんな案がまた、今日の場でも出されるということは、見

方によってはいろんな広く意見を聞くことで、やれるやれないは別として、違った形で、

さらにグレードを上げれるのかなというこういう意見もあるのだろうなということを今少

し実感しながら、その進み方については、もう少しそういうことを思っていましたので、

少し整理が必要ですし、例えば、協議会で自由に出してくださいって言ったものを、受け

た後をくくれなければ、これ何も意味がありませんので、そういったことも含めて、進め

方については検討してみたいなというふうに思いますし、例えば、ある程度合意が得られ

るのであれば、ハード物は適宜に、それができなければやれないということでは、また遅

れたり、せっかくそういういい案を出していただいた方に、実施ができたことで応えれる

こともあるものですから、その辺の時間差だとか進め方については、今のご意見参考にさ

せていただいて、さっき言いましたように、他の機関や何かもどう見ているかというその

意見の中で解決ができるような部分もあればまたやってみたいとか、いろんなことがちょ

っとまだ手つかずで要素があるものですから、少しまた、時間をいただいて、しかるべき

ときにどこまで進んだということもまた聞いていただいて、意見交換なんかも、そのとき

には少し詰めながらお答えできるような格好で進めたいなと、こういうふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ３番知本議員。 

○○○○３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君） 道の駅については、出始めからいろんな経過があってここまでき

たというのも、私も当時かかわったものとしてよくわかっているつもりですけども、ただ、

当時スタートしたときとは大分状況が変わってきていて、そこら辺も含めて、これから考
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えていった方がいいのでないかなというそんな気がしております。 

 あと、ちょっと何点か。 

 周辺の観光施設との連携ですね。 

 六花の森、かなり人が来ていますよね。 

 去年より恐らく倍以上入っているぐらい、いつも週末満杯の状態です。 

 あと、チーズ工房ですか。 

 あそこに来る人相当いて、道の駅との連携、いろんな情報発信はしているのでしょうけ

ども、あそこに行く道順を聞いたら、いい加減な道順の教え方して、店員が教えてくれた

とか、そういった話も実際苦情、アンケートの中にも入っていましたよね。 

 そこら辺、アクセスというかな、例えば、４０号道路、あそこ、今、半分舗装で半分砂

利かな。道幅が狭いので、きちっとした整備は難しいという話、以前聞いたことあるので

すけども、例えば、自転車道、簡易な舗装で、道の駅で自転車貸し出していますから、そ

ういう簡易な形でのサイクリングもできるような、そんなのも検討していった方がいいの

でないかなと思ったり、あと、チーズ工房、直線にしたら本当に近いのですよね。恵津美

を挟んで。 

 あそこら辺も遊歩道というかな、簡単な、川またいでどんなあれなのかちょっとあれで

しょうけども、本当に近いものですから。直線で。 

 直線的なそういう遊歩道なんかも考えていった方がいいのでないかなというそんな気が

しておりますけども、そこら辺の考え方どうなのかなということと、参考に、もし、六花

の森、入込者数なんか聞いたり、そういう連携ですね。六花亭の方とやっているのかどう

なのか。 

 そこら辺もしわかったら教えてほしいなと思っています。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） 私、数字はちょっとまとまっていないのですけど、途中では相当

いいということは、今ご質問のとおり、バスもすごく来ているし、調子がいいということ

は聞いています。直接関係者から。 

 秋になったらまとまると思います。 

 去年６万人ぐらいだと言いますから。そんなものではないのでないかという、こういう

感じがします。 

 それと、まさに今、そこへ行く道の話、そして、いわゆるフロマージュさんの方に行く

話はほかからも寄せられていまして、現地見て、今検討しようということで、言われたら

自転車貸しているけど、こう回る、向こう側へ行くのは国道の横行きますけども、遠回り

までして、車のことまではちょっと無理にしても、まずそういうところを、小さな橋だけ

あれば、自転車行けるような、誘導を看板でするだとかということも提案もあって、今検

討することになっていますので。 

 ４０号の方はちょっとまた、大変なことになるかなと思っていますので。 

 まずはそういうことから、一つひとつ、すぐやれるものはやっていきたいと、こういう

ふうに思っています。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 阿部産業課長。 

○○○○産業課長（阿部雅行君）産業課長（阿部雅行君）産業課長（阿部雅行君）産業課長（阿部雅行君） 六花の森の入場者数についてなのですけども、平成２４年度、

昨年度についてここに数字がありますので、ご報告いたします。 

 六花の森は、中札内美術村と一体となっておりまして、トータルで１１万７，０００人
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です。 

 ただ、この１１万７，０００人につきましては、多分有料の入場者数と考えております。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ３番知本議員。 

○○○○３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君） わかりました。 

 ４０号道路、施設課で砂利ならしてもらって入れたり、いろいろやってもらっているみ

たいですけども、やはりかなりあそこ通る車両というのかな、結構多くなっているなとい

うふうに僕は見ているのですけども、そういう面で、きちっと簡易舗装でなくても、何ら

かの形で簡易的なできないものかなという、そんな感じがしていますけども、検討してい

ただきたいなというふうに思っております。 

 あと、あれだけの人が道の駅に寄ってくれて、あれしたら相当入込者数も増えるのかな

と思っていますけれども。 

 そこら辺、まだ把握していないと思いますけども、ぜひ連携取った中で、道の駅も積極

的にＰＲしていったらすばらしいのでないかなというそんな気がしています。 

 あと、質問の中にあります周辺の遊休村有地の活用ですね。 

 以前、道道だった場所とときわ野区の三角の地帯ですね。 

 一時民間の商店というのか、企業というか、誘致の話ありまして、これを見ると、とり

あえず継続してそうなっているのでしょうかね。 

 私はここの場所、交通安全上の問題、あと立派な木もありますし、結構、道路も挟んで

使えばかなりな面積になるのかなと。 

 道の駅と、道路挟むことになりますけども、一体の施設として見ていいのでないかなと

いうそんな気がしておりますので。 

 あそこら辺の整備についても、いつまでもああやって中途半端な道路になっていますよ

ね。砂利も雑草生えたり、非常に、環境上もあまりよろしくないなと思ってときどき通る

のですけども、あそこら辺の整備も早いうちに目的決めて、土地利用を決めてやっていく

必要があるのかなというふうに思っていますので。 

 そこら辺の考え方と併せて、さっき、第２駐車場の話もしました。 

 そういった電源を設置したりきちっとした位置付けするには、やはり、民間の企業の土

地を借りているということだと思いますので、あそこら辺も、周りの土地、まだ使ってい

ない土地ありますから、あそこら辺も民間の方の、そういう意思があるのであれば、村と

しても積極的に取得に動いて、道の駅として一体として、有効的な活用できるのでないか

なと僕は思っているのですけども。 

 そこら辺の企業との話というかな、そこら辺どうなっているのか伺いたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 火山副村長。 

○○○○副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君） それでは、お答えをさせていただきましたその民間企業の進出

計画でございますが、実は、なかなか進んでいないのでが現実なのですが、まだ断念もし

ていないということでして、この間、随時情報交換をさせていただきまして、今年の５月

にも、わざわざ向こうの方からご連絡をいただいていまして、今、非常に資材とかが上が

って、当初は１億円程度のものが、今１億２、３，０００万円ぐらいまでかかるようにな

っていると、ただ、この担当者の方は、中札内と今まで意見やりとりさせていただいてい

ますけど、道の駅がここにあることによって、また加えて周辺の商圏というか、それが非

常に魅力的だということで、本来、この企業の場合は、出店するところは通常よりも若干

利便性の低いところに出ていくというのが会社のポリシーのようなのですが、中札内に関
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しては、何とか社内の合意形成をして、前向きに事業着手になるように最善を尽くしたい

ということでございますので、こちらの方も、随時情報提供しながら、また、応援できる

ことがあればご相談をくださいということで、まだ話は全く立ち消えになったということ

ではございませんので、状況だけ報告をさせていただきたいと思います。 

 それともう１点、今、駐車場としてお借りをしている土地の問題なのですが、あそこの

倉庫含めて、村の方でちょっと使いたいということで打診をさせていた経過があります。 

 売る気がないということではなかったのですが、あの倉庫が非常に、この拠点として、

この地域、中札内、更別周辺の、農家も含めてなのでしょうが、ダンボール厚紙の倉庫と

して、ぜひ必要なものなのだと。 

 それで、仮に移転するとしたら、それに見合う代替地を確保してほしいということで、

実はあの倉庫、小さく見えますが、１，６００平米ぐらいの非常に大きな倉庫なのです。 

 そうなると、なかなかこちらも、今の遊休地の中でこれをすっぽりと対応できるような

土地がなかなかないということで断念している経過があります。 

 それともう一つは、駐車場をお借りするときに、向こうのほうから条件を提示されまし

た。 

 ですから、部分的に手を離すということはあまり考えていないのかなと。 

 というのは、万が一、火災が起きた場合の延焼の問題だとか、やはり安全対策だとか、

その辺のところは賃貸借の契約のときにも条件になっていますので。 

 ただ、いろんな動きとか環境変化というのは、それぞれ出てくるのかなという場面もあ

れば、その段階では、随時その辺の様子を見ながら、前段申し上げました企業の点につい

ても、随時情報交換しながら、交通安全の問題もありますけれども、いろんな意味の利便

性を考えると、あそこに出店をしていただくメリットもかなりあるのかなというふうに思

っていますので、その辺は、随時状況を見ながら、また、適切な判断をしていきたいとい

うふうに思っております。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ３番知本議員。 

○○○○３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君） 確かに民間の土地ですので、どうこうというわけにもいかないけ

ども、全体を含めて、そういう意思もあるということであれば、村としてももうちょっと

代替えに向けて、例えば、工業団地がどうなのか。 

 積極的に模索する必要はあるのかなというふうに、今ちょっと思ったのですけども。 

 ぜひ、そういう面では、道の駅と一体として、第２駐車場、あそこら辺の活用も積極的

に考えていったほうが私はいいのでないかなというふうに思っています。 

 あと、先ほど言った三角の土地、いつまでそのままになっているのかという問題もあり

ますし、これ、答弁書どこかに、周辺の住民ともそういう意見を聞いてくれること書いて

なかったかな。 

 そういった面で、地域の人との、そういう出店に対しての考え方というのかな、そうい

うのもこれから必要なのかなと思うのですけども。 

 そこら辺どうなのでしょうかね。 

 決定してから地域の人に説明するというより、こういう状況であるので理解を求めるの

か、そこら辺非常に重要なことかなと思うのですけども。 

 そこら辺について。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 火山副村長。 

○○○○副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君） まさにその通りでございまして、計画が確定していないので、
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断言的なことは言っておりませんけども、当時、アバウトな図面がございましたので、特

に影響のある行政区の区長さんには、今こういう計画が打診をされていますと。 

 より具体的に進む段階では、きちっとまたご相談をさせていただいて、防犯上の問題だ

とか安全対策だとかありますので、ご相談をさせていただきますということで、双方、問

題は認識の共有をさせていただいています。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） ３番知本議員。 

○○○○３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君） そういうことであれば、理解をいたしました。 

 いつまでというのもありますのでね。 

 いつまでもあのままにしておくのは非常にまずいかなというふうに私は思いますので、

一定のところで見切りをつけて、整備するなり、あそこの土地利用をきちっと考えていく

必要があるのかなと。 

 そんなような気がしております。 

 最後に、この間、ＢＳのテレビで進化する道の駅という１時間もののテレビ番組やって

いました。 

 見た方もいるかどうかわかりませんけども、全国の先進的な、特徴的な取組みしている、

成功している道の駅、本州のね。 

 それ何箇所か放送されておりました。 

 その全てがやっぱり、生産者と地域の消費者です。 

 地域の人がくつろげるそういう環境整備。 

 この三つ、揃ってなければ成功しないのだと、そんなような発言をしている社員のイン

タビューなんかも載っていました。 

 テレビの専門家の人は、今までの道の駅は単なる通過点だと。 

 だけど、これからは、成功する道の駅は目的としなければならないということでおっし

ゃっておりました。 

 確かにその通りかなと思いますので。 

 中札内においても、目的としてお客さん来てくれるような、みんなに親しまれるような

そんな道の駅をぜひつくっていって、検討していただきたいと村長に訴えまして、私の発

言終わります。 

○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） 私はＢＳ入っていないのですけど、一般の方もやっていました。 

 多分同じ番組。見たのだと思います。構成上。 

 だとか、つい最近では、伊達だとか恵庭の物産が非常に好調で、売れ行きもいいとかと

いうことで、今まさにおっしゃられた地域のものがそこで扱われて交流がされるというこ

とがプラスアルファというか、うちもそうなってくれてあの人数が来ている部分もあるの

だろうなということで、さっきちょっと言いました、じゃらんの中では非常に高いポイン

トというのはそういうところもあってだと思います。 

 よりやっぱり、いろいろ協力いただいて、スペースの問題もありますけども、そういっ

た出店される方も創意工夫していただくことで、向こうのはちょっと単位が違って、そこ

行くという、季節的なものもありますけども、おかげさまで、今年も売上額は順調にきて

いるということを聞いておりますので、一番冒頭に申し上げたように、下げない努力とい

うのをみんなで、このことも含めてやっていくことで頑張りたいということで申し上げた

いと思います。 
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○議長○議長○議長○議長（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君）（髙橋和雄君） これで一般質問を終わりたいと思います。 

 本日の日程はすべて終了しました。 

 会議を閉じたいと思います。 

 平成２５年９月中札内村議会定例会を閉会いたします。 

 

閉会 午後 ３時４７分 


